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董其昌の法帖刊行事業に見る権威確立への構想（増田）

【
要
約
】
　
「
書
」
文
化
の
広
が
り
に
重
大
な
役
割
を
果
た
し
た
法
帖
の
刊
行
は
、
嘉
靖
年
間
に
蘇
州
文
氏
～
族
に
よ
っ
て
そ
の
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
、
以
後
、

江
南
地
方
金
域
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
本
稿
は
、
万
暦
年
間
後
半
期
か
ら
明
代
末
期
に
至
る
ま
で
一
世
を
風
靡
し
た
、
松
江
の
董
落
蓋
に
よ
る

刊
行
事
業
の
実
態
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
松
江
董
氏
一
族
が
行
っ
た
董
其
昌
専
帖
の
刊
行
で
は
、
応
酬
の
代
替
物
と
し
て
の
法
帖
、
贋
作
鑑
定
の
尺

度
と
し
て
の
法
帖
、
シ
リ
ー
ズ
化
し
た
法
帖
、
更
に
は
版
権
意
識
を
表
出
さ
せ
た
法
帖
と
い
う
、
伝
統
的
法
帖
と
は
全
く
異
な
る
「
個
人
宣
伝
用
」
の
法

帖
が
次
々
と
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
い
つ
た
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
量
産
」
と
、
偽
刻
本
を
含
め
た
「
贋
作
の
氾
濫
」
と
に
よ
っ
て
、
董
其
昌
の

「
書
」
が
権
威
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
董
愚
蒙
は
当
時
の
芸
術
市
場
で
活
躍
し
た
上
州
人
ら
と
協
力
関
係
を
結
び
、
彼
ら
が
買

い
漁
っ
た
名
蹟
を
次
々
と
法
帖
と
し
て
刊
行
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
董
其
昌
に
よ
る
一
連
の
法
粘
刊
行
事
業
は
、
極
め
て
計
画
的
・
戦
略
的
な
構

想
の
も
と
に
遂
行
さ
れ
、
「
董
其
昌
権
威
」
の
確
立
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
一
巻
五
号
　
二
〇
〇
八
年
九
月

閥
題
の
所
在

晋
の
王
義
之
、
唐
の
顔
真
卿
と
い
っ
た
歴
代
名
書
家
の
書
蹟
を
鑑
賞
し
学
習
す
る
際
、
そ
の
真
蹟
が
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
論
を
侯
た

な
い
が
、
轟
轟
が
な
い
場
合
に
用
い
ら
れ
た
の
が
棊
本
や
臨
本
、
そ
し
て
「
法
帖
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

刻
し
、
そ
の
墨
拓
本
に
鑑
賞
に
適
し
た
電
算
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
人
た
ち
の
間
で
は
、

法
帖
と
は
、
書
蹟
の
真
蹟
や
慕
本
を
石
や
木
に

書
蹟
の
収
蔵
、
閲
玩
、
鑑
識
、
購
求
だ
け
に
と
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ど
ま
ら
ず
、
海
幕
錺
刻
の
精
妙
な
る
を
競
っ
て
次
々
と
書
蹟
が
法
帖
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
法
帖
が
流
通
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
書
」
の
鑑
賞
が
広
く
民
間
に
ま
で
行
き
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
書
」
文
化
の
広
が
り
に
お
い
て
、
法
帖
の
果
た

し
た
役
割
は
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
②

　
筆
者
は
前
稿
で
、
明
代
に
お
け
る
法
帖
の
刊
行
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
精
製
年
間
（
一
五
二
ニ
ー
一
五
六
六
）
の
蘇
州
文
氏

～
族
の
活
動
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
加
え
、
嘉
靖
年
間
を
境
と
し
て
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
官
（
王

府
）
に
よ
る
刊
行
か
ら
民
間
の
文
人
た
ち
に
よ
る
刊
行
へ
、
ま
た
北
方
中
心
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
南
方
、
特
に
蘇
州
を
中
心
と
し
た
江
南
地
方

へ
、
と
い
う
法
帖
刊
行
事
業
に
お
け
る
諸
変
化
で
あ
る
。
以
後
、
万
暦
年
間
（
一
五
七
三
一
一
六
二
〇
）
を
経
て
、
明
代
最
末
期
に
至
る
ま
で
、

江
南
地
方
を
中
心
と
し
て
陸
続
と
法
帖
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
転
換
期
と
な
っ
た
嘉
靖
年
間
に
お
け
る
法
帖
刊

行
に
は
、
そ
の
殆
ど
す
べ
て
に
文
説
明
・
文
彰
・
文
嘉
ら
の
文
氏
一
族
が
関
係
し
て
お
り
、
彼
ら
の
拠
点
で
あ
っ
た
蘇
州
を
核
と
し
て
、
蘇
州

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
常
州
の
無
錫
や
松
江
の
上
海
等
の
江
南
地
方
諸
処
に
広
が
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
文

氏
一
族
が
自
ら
刊
行
し
た
『
黒
雲
愛
甲
』
全
～
二
巻
は
、
後
続
の
法
帖
刊
行
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
代
の

法
帖
刊
行
の
全
体
像
を
つ
か
む
た
め
に
は
、
万
暦
年
問
後
半
期
か
ら
隆
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
、
松
江
の
董
其
昌
を
中
心
と
し
た
法
帖
刊

行
の
実
態
を
解
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
法
帖
刊
行
の
歴
史
を
傭
鰍
す
る
と
、
嘉
言
年
間
の
蘇
州
文
氏
一
族
の
刊

行
事
業
を
継
ぎ
、
そ
れ
を
更
に
発
展
・
展
開
さ
せ
て
新
機
軸
を
打
ち
出
し
た
の
が
、
こ
の
董
其
昌
に
よ
る
一
連
の
刊
行
事
業
な
の
で
あ
る
。

　
董
其
昌
（
慕
靖
三
四
年
／
一
五
五
五
一
崇
禎
九
年
／
＝
ハ
三
六
）
、
字
は
毒
筆
、
号
は
思
白
、
思
量
、
香
光
居
士
等
、
松
江
華
亭
県
の
人
で
あ
る
。

万
暦
一
七
年
（
一
五
八
九
）
に
進
士
及
第
を
果
た
し
、
翰
林
院
庶
吉
士
か
ら
編
修
を
授
け
ら
れ
、
諸
宮
を
歴
任
し
た
後
、
天
啓
五
年
（
エ
ハ
ニ

五
）
正
月
に
は
南
京
礼
部
尚
書
を
拝
す
る
に
至
っ
た
。
周
知
の
如
く
、
高
位
に
の
ぼ
っ
た
そ
の
官
歴
よ
り
も
む
し
ろ
、
文
幕
明
と
と
も
に
明
代

書
画
界
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
知
ら
れ
、
実
作
、
鑑
賞
、
理
論
構
築
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
後
世
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
画
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

お
い
て
は
、
彼
が
提
唱
し
た
と
さ
れ
る
絵
画
史
の
集
大
成
た
る
か
の
「
南
北
二
宗
（
派
）
論
」
は
、
「
中
国
絵
画
史
の
前
後
を
二
分
す
る
ほ
ど
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董其昌の法帖刊行事業に見る権威確立への構想（増田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
大
き
な
波
紋
を
後
世
に
投
じ
」
、
「
以
後
の
中
国
絵
画
を
金
縛
り
に
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
。
一
方
、
書
に
お
い
て
は
、
「
平
淡
天
真
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
天
真
燗
慢
」
を
尊
び
、
ま
た
元
の
趙
華
甲
に
代
表
さ
れ
る
「
作
意
」
の
書
を
否
定
し
「
率
意
」
の
書
を
重
ん
じ
た
流
麗
典
雅
な
書
法
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
、
「
晋
人
の
書
は
韻
を
取
り
、
亀
入
の
書
は
法
を
取
り
、
宋
人
の
書
は
意
を
取
る
」
と
い
う
語
に
代
表
さ
れ
る
、
書
法
史
に
お
け
る
革
新
的

な
理
論
構
築
も
そ
の
名
を
不
朽
な
ら
し
め
た
と
さ
れ
る
。
更
に
は
、
か
よ
う
な
画
論
・
書
論
の
基
礎
に
、
禅
や
当
時
隆
盛
を
極
め
た
陽
明
学
の

影
響
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
す
で
に
諸
研
究
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
芸
林
百
世
の
師
」
と
称
さ
れ
た
こ
の
董
多
読
に
つ
い
て
、
書
画
両
面
に
わ
た
る
研
究
は
ま
さ
に
枚
挙
に
蓬
が
な
く
、
既
に
語
り
尽
く
さ
れ

　
　
　
　
　
　
⑨

た
か
に
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
雷
及
す
る
「
書
」
に
限
っ
て
い
え
ば
、
従
来
の
研
究
は
、
黒
髪
昌
の
書
蹟
か
ら
窺
え
る
書
風
や
、

『
容
台
別
集
』
、
『
画
禅
室
随
筆
』
等
に
見
え
る
書
論
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
明
代
後
半
期
の
書
法
界
に
お
い
て
、
彼
が
如

何
に
し
て
勝
利
者
た
り
得
た
の
か
、
そ
し
て
ま
た
董
其
昌
と
い
う
存
在
が
如
何
に
し
て
権
威
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
重
大
な
問
題

に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
何
も
提
示
し
得
て
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
中
で
、
筆
者
が
そ
の
一
端
を
解
き
明
か
す
上
で
恰
好
の
素
材
と
目
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
が
、
明
代
の

「
書
」
文
化
を
象
徴
す
る
法
帖
な
の
で
あ
る
。
董
其
昌
の
一
連
の
法
帖
刊
行
事
業
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
如
何
に
し
て
行
わ
れ
、
そ
し
て
「
董
其

昌
権
威
」
の
確
立
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
更
に
は
明
代
法
帖
史
に
お
い
て
董
其
昌
と
い
う
存
在
が
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

か
、
と
い
っ
た
視
点
か
ら
の
研
究
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
如
上
の
問
題
意
識
の
上
に
立
ち
、
嘉
靖
年
間
に
お
け
る
蘇
州

文
芸
　
族
に
匹
敵
す
る
程
に
、
万
暦
年
間
以
降
の
法
帖
刊
行
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
、
松
江
の
董
其
昌
及
び
そ
の
一
族
に
よ
る
刊
行

事
業
の
実
態
の
解
明
を
目
指
す
。
更
に
は
、
当
時
の
芸
術
市
場
を
牽
引
し
、
董
其
昌
を
強
力
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
存
在
で
も
あ
っ
た
徽
州
人

と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
彼
ら
が
行
っ
た
法
帖
刊
行
事
業
か
ら
探
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
作
業
は
、
こ
れ
ま
で
の
董
男
君

研
究
に
お
い
て
は
決
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
た
な
知
見
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
扇
田
勇
次
郎
剛
王
義
之
を
中
心
と
す
る
法
帖
の
研
究
㎞
（
二
二
社
　
一
九
六
　
　
　
　
　
Q
＞
二
〇
九
頁
。
ま
た
、
法
帖
に
は
、
一
入
い
帖
を
刻
し
た
「
単
記
」
、
多
人
数
、

3　（785）



　
多
種
類
の
書
蹟
を
集
刻
し
た
門
集
帖
（
彙
帖
）
」
、
一
儀
人
の
書
蹟
を
刻
し
た
「
専

　
帖
」
が
あ
る
が
、
特
に
区
別
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
便
宜
上
す
べ
て

　
「
法
帖
」
と
表
記
す
る
。

②
拙
稿
「
明
代
に
お
け
る
法
帖
の
刊
行
と
蘇
州
文
氏
一
族
」
（
糊
東
洋
史
研
究
輪
第

　
六
二
巻
第
一
号
　
二
〇
〇
三
）
。
以
下
、
門
前
稿
扁
と
略
記
す
る
。

③
董
其
昌
『
輿
台
別
集
匝
巻
六
「
画
塾
」

④
古
原
宏
伸
剛
中
国
画
論
の
研
究
騙
（
中
央
公
論
美
術
出
版
二
〇
〇
三
）
七
五

　
頁
。

⑤
　
鈴
木
敬
噸
中
国
絵
画
史
　
下
（
明
）
』
（
吉
規
弘
文
館
　
一
九
九
五
）
三
〇
九
頁
。

⑥
董
其
脱
硝
盤
台
別
集
』
里
国
門
書
品
」
、
同
巻
五
「
書
品
」

⑦
余
十
七
歳
学
寮
、
二
十
二
歳
学
問
、
今
五
十
七
人
夷
。
有
謬
允
許
者
、
余
自
較

　
勘
、
頗
不
似
装
顛
作
投
入
語
。
…
…
与
趙
文
敏
較
、
各
有
短
長
。
行
間
茂
密
、
千

　
字
一
同
、
吾
不
如
趙
、
若
臨
倣
歴
代
、
趙
得
其
十
一
、
吾
無
爵
十
七
。
又
趙
書
因

　
熟
得
俗
態
、
吾
善
因
生
得
秀
色
。
怨
書
無
血
作
意
、
吾
書
往
往
率
意
。
当
吾
作
意
、

　
誓
書
亦
輸
一
結
、
第
作
意
者
少
耳
。
（
黄
漆
昌
魍
容
台
別
集
臨
巻
四
「
書
品
扁
）

⑧
戴
其
昌
『
容
台
別
集
駈
巻
四
「
書
品
」

⑨
こ
こ
で
は
、
古
原
宏
伸
編
『
董
其
畠
の
書
画
瞼
（
全
二
冊
く
研
究
篇
・
図
版

　
篇
〉
　
二
玄
社
　
一
九
八
～
）
、
≦
巴
幽
冨
導
国
。
Φ
畠
ω
こ
§
鴨
G
§
馬
§
叢
薄
寄
薦

　
9
ぱ
・
き
ざ
砧
嵩
團
－
N
融
軌
§
N
ミ
ミ
ト
趣
↓
冨
賭
匹
ω
o
午
》
穿
一
言
ζ
島
窪
ヨ
。
｛

　
諺
声
一
り
㊤
b
⊃
・
『
董
其
昌
研
究
文
集
』
（
上
海
書
画
出
版
社
　
一
九
九
八
）
を
挙
げ

　
る
に
と
ど
め
る
。

⑩
膨
大
な
董
其
昌
研
究
の
中
で
、
藪
其
昌
と
法
轄
刊
行
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ

　
た
も
の
と
し
て
は
、
藤
原
有
仁
「
董
其
昌
と
そ
の
周
辺
」
（
前
掲
『
耳
鼻
昌
の
書

　
全
判
研
究
篇
）
、
涯
慶
正
門
脇
斎
串
法
野
洲
帖
簡
述
」
（
前
掲
§
鳴
9
ミ
§
尼
駄

　
§
轟
O
霞
・
急
虻
轟
嵩
歌
－
N
融
窃
§
ミ
謹
＄
、
黄
惇
『
中
国
書
法
史
　
元
明
巻
撫

　
（
江
蘇
教
育
出
版
社
　
二
〇
〇
二
）
下
篇
第
一
〇
章
第
四
節
「
明
代
私
帖
之
三

　
l
l
書
家
的
個
人
刻
帖
」
等
数
篇
を
挙
げ
う
る
の
み
で
、
ま
た
こ
れ
ら
は
そ
の
概

　
略
を
述
べ
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
尚
、
拙
稿
「
明
代
後
半
期
に
お
け
る
北
方
の

　
「
書
」
の
状
況
－
山
東
の
邪
念
と
そ
の
法
帖
刊
行
を
申
心
と
し
て
1
扁
（
魍
書

　
学
轡
道
史
研
究
』
第
一
六
号
　
二
〇
〇
六
）
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
園
丁
昌
と
並

　
称
さ
れ
た
棒
倒
の
専
帖
で
あ
る
『
来
禽
館
真
蹟
』
の
刊
行
実
態
を
調
査
し
、
更
に

　
そ
の
比
較
対
象
と
し
て
、
本
稿
で
述
べ
る
董
其
畠
の
専
帖
刊
行
に
つ
い
て
も
略
述

　
し
て
い
る
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
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二
　
明
代
法
帖
史
概
観

　
法
帖
の
刊
行
は
、
清
代
に
入
っ
て
も
引
き
続
き
行
わ
れ
た
が
、
乾
隆
（
一
七
三
六
1
～
七
九
五
）
か
ら
道
光
年
間
（
一
八
二
一
1
一
八
五
〇
）
に

か
け
て
数
多
く
の
法
帖
刊
行
に
携
わ
っ
た
銭
泳
は
、
法
帖
に
関
す
る
記
述
を
多
く
残
し
て
い
る
。
『
履
園
叢
話
臨
に
収
め
ら
れ
た
「
明
刻
」
と

題
す
る
一
節
は
、
管
見
の
限
り
で
、
明
代
の
法
帖
に
つ
い
て
最
も
よ
く
整
理
さ
れ
た
概
説
と
い
え
る
。

①
明
豊
武
の
初
め
、
泉
州
府
出
府
常
性
有
り
、
始
め
て
閤
帖
の
祖
本
を
以
て
之
を
重
刻
し
て
泉
州
帖
を
為
る
。
周
憲
王
、
世
子
為
り
し
時
、
歴
た
閣
帖
を
以
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て
主
と
為
し
、
而
し
て
之
に
参
う
る
に
秘
閣
帖
を
以
て
し
、
又
た
宋
允
人
の
書
を
増
乾
し
て
東
書
興
趣
を
為
る
。
晋
靖
王
、
世
子
為
り
し
時
、
又
た
閣

　
帖
・
大
観
・
宝
晋
を
以
て
主
と
為
し
、
而
し
て
益
す
に
蔵
す
る
所
を
以
て
し
、
刻
し
て
宝
賢
士
帖
を
為
る
。
粛
王
は
又
た
淳
化
閣
帖
の
絹
本
を
翻
刻
し
、

　
之
を
粛
府
本
と
謂
う
。

②
成
化
の
間
、
長
洲
の
文
銀
製
父
子
、
停
雲
館
帖
を
刻
し
、
章
簡
甫
、
再
び
之
を
模
し
、
今
之
を
常
器
と
謂
う
も
、
原
刻
に
校
べ
て
略
ぼ
痩
た
り
。
嘉
靖
中
、

　
鷺
山
の
華
東
沙
、
真
黒
斎
帖
を
刻
す
。
章
黒
塗
、
又
た
墨
池
堂
帖
を
刻
す
。
獄
県
の
呉
用
卿
、
余
清
盤
景
を
刻
す
。
天
崇
の
間
、
華
墨
の
董
黒
甜
、
戯
鴻

　
堂
帖
を
刻
す
。
金
壇
の
王
太
史
肯
堂
、
轡
岡
斎
帖
を
刻
す
。
再
興
の
蒋
一
先
、
浄
雲
過
法
を
刻
す
。

③
雲
間
の
陳
眉
公
、
蘇
文
忠
の
書
を
聚
蔵
し
て
晩
香
堂
帖
を
刻
し
、
又
た
米
元
章
の
書
を
集
め
て
来
儀
堂
帖
を
刻
す
。
蕾
陽
の
宋
比
玉
、
翼
翼
設
を
臨
せ
し

　
書
を
集
め
て
古
香
斎
帖
を
為
る
。
漢
陽
太
守
孫
克
宏
、
東
皐
草
堂
粘
を
刻
す
。

④
崇
急
劇
辰
、
陸
起
龍
、
又
た
片
玉
堂
詞
書
十
二
冊
を
刻
す
る
に
、
皆
な
陸
深
の
書
な
り
。
割
方
伯
丁
霊
及
び
其
の
子
雲
卿
、
逃
隠
館
帖
を
刻
す
。

⑤
雲
間
の
顧
従
義
、
曽
て
淳
化
閣
帖
十
巻
を
翻
刻
し
、
上
海
の
播
氏
も
亦
た
曽
て
淳
化
閣
筆
十
巻
を
翻
刻
す
。
明
末
、
流
場
端
、
又
た
蘭
亭
松
雪
十
八
賊
を

　
刻
し
、
後
に
周
東
山
、
又
た
之
を
翻
刻
す
（
こ
れ
は
③
に
分
類
さ
れ
よ
う
）
。

⑥
又
た
瞥
て
国
朝
名
人
書
十
二
巻
有
る
を
見
る
に
、
皆
な
有
明
一
代
の
人
な
れ
ど
も
、
何
れ
の
人
の
刻
す
る
所
か
を
記
さ
ざ
る
な
り
。

⑦
海
寧
の
陳
氏
、
玉
煙
責
砧
二
十
四
巻
、
又
た
渤
海
蔵
真
帖
八
巻
を
刻
し
（
こ
れ
ら
は
②
に
分
類
さ
れ
る
）
、
又
た
思
翁
の
最
も
得
意
の
書
を
取
り
て
小
玉

　
煙
堂
帖
四
巻
・
蓮
華
経
七
巻
を
為
る
。
他
の
銅
龍
館
帖
・
大
来
機
務
・
来
島
楼
帖
・
鵜
島
館
帖
、
以
及
び
汲
古
堂
帖
・
董
氏
家
蔵
粘
・
宝
鼎
臨
機
・
清
暉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
閣
帖
の
如
き
は
、
皆
な
思
翁
一
手
の
書
な
り
。

時
系
列
に
沿
っ
て
た
だ
羅
列
し
た
だ
け
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
の
内
容
を
具
に
検
討
し
て
い
く
と
、
実
に
よ
く
こ
の
時
代
の
法
帖
を
分
類

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
明
代
の
法
帖
は
、
官
に
よ
る
刊
行
（
官
刻
）
と
民
間
の
人
々
に
よ
る
刊
行
（
夕
刻
）
の
ふ
た

つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
と
②
～
⑦
の
別
で
あ
る
。
官
刻
の
法
帖
は
す
べ
て
、
『
淳
化
七
島
』
の
翻
刻
、
も
し
く
は

『
淳
化
閣
帖
』
を
も
と
に
刻
さ
れ
た
法
帖
で
あ
り
、
ま
と
め
て
『
淳
化
閣
筆
』
系
統
の
法
帖
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
方
、
②
～
⑦
の
「
民
刻
」
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に
目
を
向
け
る
と
、
事
情
は
一
変
し
て
複
雑
に
な
る
が
、
明
代
に
お
い
て
、
民
間
の
法
帖
刊
行
事
業
の
中
で
、
如
何
に
多
種
多
様
な
法
帖
が
刻

さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
そ
の
内
容
か
ら
大
ま
か
に
分
類
し
て
み
る
と
、
②
は
歴
代
書
人
の
書
蹟
を
刻
し
た
「
集
帖
」
、
③
は

歴
代
書
人
一
人
の
書
蹟
を
刻
し
た
「
専
帖
」
、
④
は
明
代
の
書
人
一
人
の
書
蹟
を
刻
し
た
「
専
帖
」
、
⑤
は
民
間
に
お
け
る
『
淳
化
閣
帖
』
の
翻

刻
、
⑥
は
明
代
の
書
人
の
書
蹟
を
刻
し
た
「
集
帖
」
、
そ
し
て
⑦
は
明
代
の
書
人
一
人
、
特
に
里
雪
昌
の
書
蹟
を
刻
し
た
「
専
帖
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
の
銭
泳
の
行
っ
た
分
類
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
筆
者
は
法
帖
の
内
容
に
よ
り
、
以
下
の
如
く
そ
の
分
類
を
試
み
た
。

　　「
　
　
　
　
A
　
…
…
『
淳
化
閣
帖
臨
系
統
に
属
す
る
法
帖
（
①
・
⑤
）

　
　
　
　
B
－
1
…
…
歴
代
書
人
の
書
蹟
を
刻
し
た
「
集
帖
」
（
②
）

　
　
　
　
B
…
2
…
…
歴
代
書
人
一
人
の
書
蹟
を
刻
し
た
「
専
帖
」
（
③
）

　
　
　
　
C
－
1
…
…
明
代
書
人
の
書
蹟
を
刻
し
た
「
集
帖
」
（
⑥
）

　
　
　
　
C
～
2
…
…
明
代
書
人
一
人
の
書
蹟
を
刻
し
た
「
専
帖
」
（
④
・
⑦
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

筆
者
の
こ
の
分
類
に
従
っ
て
、
明
代
の
法
帖
史
を
概
観
す
る
と
、
ま
ず
官
（
王
府
）
に
お
い
て
『
淳
化
閣
帖
』
系
統
に
属
す
る
法
帖
（
分
類
A

①
）
が
刻
さ
れ
、
そ
し
て
民
間
に
お
け
る
法
帖
刊
行
の
草
創
期
に
当
た
る
嘉
靖
年
間
に
は
、
華
夏
『
真
景
斎
帖
』
、
文
氏
『
二
面
館
帖
』
を
は

じ
め
と
す
る
集
魚
（
分
類
B
1
1
）
や
『
二
王
帖
』
等
の
専
帖
（
分
類
B
1
2
）
、
更
に
は
民
間
で
の
『
淳
化
閣
帖
』
の
翻
刻
本
（
分
類
A
⑤
）
が

刊
行
さ
れ
、
以
後
、
万
暦
年
間
に
入
る
と
、
明
人
の
集
帖
（
分
類
C
－
－
）
や
専
帖
（
分
類
C
－
2
）
を
含
め
多
種
多
様
な
法
帖
が
盛
ん
に
刊
行

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
畏
問
に
お
け
る
法
帖
刊
行
の
趨
勢
は
、
文
氏
一
族
を
中
心
と
し
た
蘇
州
文
人
グ
ル
ー
プ
が
主
導
し
た
法
帖
刊
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
隆
盛
か
ら
衰
退
へ
、
と
同
時
に
松
江
の
董
其
昌
を
申
心
と
す
る
法
帖
刊
行
の
勃
興
か
ら
隆
盛
へ
、
と
概
括
で
き
る
が
、
万
暦
年
間
後
半
期
か

ら
天
啓
（
一
六
一
＝
1
一
六
二
七
）
、
上
呂
年
間
（
一
六
二
八
1
＝
ハ
四
四
）
に
至
る
ま
で
、
こ
の
董
其
昌
に
よ
る
一
連
の
法
帖
刊
行
が
陸
続
と
し

て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
明
代
に
刊
行
さ
れ
た
法
帖
に
お
い
て
、
歴
代
の
書
蹟
を
集
刻
し
た
集
帖
（
分
類
B
i
－
）
と
と
も
に
、
明
人
の
専
帖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

（
分
類
C
1
2
）
が
際
だ
っ
て
多
く
、
更
に
こ
の
明
人
の
専
帖
の
中
で
も
、
中
里
昌
の
専
帖
（
分
類
C
1
2
⑦
）
の
刊
行
量
が
他
を
圧
し
て
突
出
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し
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
労
し
い
数
の
董
田
沼
専
帖
の
刊
行
こ
そ
が
、
明
代
法
帖
史
に
お
け
る
董
其
昌
と
い
う
存
在
を
特
異
な
ら

し
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
明
刻
」
を
概
観
す
る
際
に
、
銭
泳
も
ま
た
そ
れ
を
特
筆
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
銭
泳
『
居
曲
叢
話
㎞
叢
話
九
・
碑
帖
「
明
刻
」
。
尚
、
段
落
分
け
、
な
ら
び
に

　
各
段
落
冒
頭
の
丸
囲
み
番
号
付
雛
は
、
筆
者
自
ら
が
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

②
筆
者
の
分
類
法
に
近
い
も
の
と
し
て
、
前
掲
黄
惇
著
轡
下
篇
第
一
〇
章
「
明
代

　
的
刻
粘
」
に
お
け
る
分
類
を
挙
げ
て
お
く
。
第
一
節
「
明
代
官
帖
」
、
第
二
節

　
「
明
代
私
轄
之
～
－
歴
代
法
書
筐
刻
叢
帖
し
、
第
三
節
「
明
代
私
帖
之
二
一

　
当
代
法
血
盟
刻
叢
帖
」
、
第
四
節
「
明
代
私
芝
之
三
！
書
家
的
個
人
刻
帖
扁
。

③
前
部
第
二
章
に
掲
載
し
た
【
表
】
「
明
代
の
法
帖
」
を
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た

　
い
。

④
こ
の
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
、
民
問
で
刊
行
さ
れ
た
『
淳
化
閣
帖
』
の
翻
刻

　
本
（
分
類
A
⑤
）
と
出
版
文
化
史
と
の
関
係
も
含
め
、
別
稿
に
お
い
て
改
め
て
論

　
じ
る
。

⑤
前
稿
第
二
章
【
表
】
「
明
代
の
法
帖
」
に
掲
げ
た
法
帖
全
五
八
帖
の
う
ち
、
B

　
－
1
に
分
類
さ
れ
る
法
帖
は
一
九
帖
、
C
－
2
の
法
帖
は
二
〇
帖
と
、
そ
の
大
半

　
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
蝦
蟹
作
成
時
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
も

　
の
を
加
え
る
と
、
C
－
2
に
分
類
さ
れ
る
明
人
の
専
帖
は
、
そ
の
数
三
〇
帖
近
く

　
に
及
ぶ
。
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三
　
董
其
昌
の
「
書
」
活
動
に
お
け
る
法
帖
刊
行
の
惹
義

　
嘉
靖
年
間
か
ら
万
暦
年
間
に
か
け
て
、
江
南
地
方
を
中
心
に
拡
大
し
た
法
帖
の
刊
行
を
牽
引
し
て
き
た
蘇
州
文
革
一
族
で
あ
る
が
、
文
華
明

が
寒
土
三
八
年
（
～
五
五
九
）
に
、
長
子
彰
が
万
暦
元
年
（
一
五
七
三
）
に
、
そ
し
て
次
子
嘉
が
同
一
皿
年
（
｝
五
八
三
）
に
そ
れ
ぞ
れ
卒
し
た
。

こ
う
し
て
、
蘇
州
文
人
ら
を
中
心
に
展
開
し
た
刊
行
事
業
は
、
そ
の
核
と
な
る
文
氏
諸
氏
を
相
継
い
で
失
い
、
次
第
に
衰
勢
へ
向
か
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
間
隙
を
突
く
か
の
よ
う
に
、
万
暦
二
、
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
本
章
で
詳
述
す
る
松
江
の
董
其
人
に
よ
る
法
帖
刊
行
事
業
が
そ
の

活
動
を
始
め
、
次
章
で
言
及
す
る
志
州
入
の
芸
術
市
場
に
お
け
る
撞
頭
と
と
も
に
、
そ
れ
以
降
、
今
度
は
こ
の
誰
其
昌
を
中
心
と
し
て
生
み
出

さ
れ
た
法
帖
が
、
山
畠
に
至
る
ま
で
書
法
界
を
席
巻
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
墨
書
昌
に
よ
る
法
帖
刊
行
と
は

～
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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（
1
）
　
『
戯
鴻
堂
法
鍛
農
の
刊
行

8　（790）

　
万
暦
三
一
年
（
一
六
〇
三
）
、
董
其
昌
自
ら
が
撰
集
・
審
定
を
、
豊
州
獄
県
の
呉
槙
が
錆
刻
を
行
い
、
『
戯
鴻
堂
法
書
』
全
一
六
巻
が
完
成
し

た
。
本
瓦
は
、
晋
か
ら
元
の
名
蹟
を
集
刻
し
た
集
帖
（
分
類
B
1
1
）
で
あ
る
が
、
収
蔵
品
や
纂
刻
の
素
晴
ら
し
さ
を
競
っ
て
刊
行
す
る
と
い

う
伝
統
的
な
法
帖
の
ス
タ
イ
ル
を
保
っ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
法
帖
史
の
文
脈
で
も
十
分
に
捉
え
う
る
法
帖
で
あ
る
。
中
田
勇
次
郎
氏
の
他
帖

と
の
比
較
検
討
に
よ
れ
ば
、
こ
王
（
王
義
之
・
王
献
之
）
に
関
し
て
は
、
『
淳
化
閣
帖
』
等
に
見
ら
れ
な
い
名
品
を
多
く
集
刻
し
、
ま
た
傾
心
さ

れ
て
い
る
「
澄
清
堂
帖
」
に
お
い
て
も
、
『
淳
化
閣
帖
』
所
収
の
も
の
は
極
力
除
外
し
、
重
複
し
た
場
合
で
も
唐
纂
本
の
名
品
を
選
ん
で
刻
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
。
一
流
の
賞
鑑
家
と
し
て
も
名
を
馳
せ
た
董
其
昌
の
こ
だ
わ
り
が
見
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

『
戯
鴻
堂
法
書
』
は
そ
の
刊
行
当
時
か
ら
纂
刻
が
劣
悪
で
あ
る
と
い
う
評
が
あ
っ
た
。

　
　
閉
扉
宰
が
刻
せ
し
戯
鴻
堂
帖
、
今
日
盛
ん
に
行
わ
る
。
但
だ
告
成
す
る
を
急
ぎ
て
、
甚
だ
し
く
は
精
工
な
ら
ず
、
若
し
真
蹟
を
以
て
対
校
せ
ば
、
膏
だ
に

　
　
前
漢
の
み
な
ら
ず
。
其
の
中
の
小
楷
に
、
韓
宗
伯
が
家
の
黄
庭
内
景
数
行
有
り
。
近
来
宇
内
の
法
書
、
当
に
此
を
推
し
て
第
一
と
為
す
べ
し
。
儲
る
に
戯

　
　
鴻
の
刻
す
る
所
、
幾
ん
ど
形
似
を
籍
せ
て
之
を
失
え
り
。
予
、
後
に
韓
冑
君
に
混
い
て
其
の
故
を
詰
う
に
、
韓
曰
く
、
董
来
た
り
て
借
黎
せ
ん
と
す
る
に
、

　
　
予
、
其
の
帰
ら
ざ
る
を
催
る
る
な
り
。
手
に
干
せ
て
月
余
字
を
対
臨
し
て
以
て
之
に
応
じ
、
学
べ
て
未
だ
曽
て
双
鉤
し
て
過
朱
す
る
に
及
ば
ず
。
今
わ
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
り
き
、
其
れ
遽
か
に
石
に
入
る
を
、
と
。
因
り
て
相
与
に
撫
掌
し
て
已
ま
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
れ
は
、
本
亭
亭
一
巻
の
冒
頭
を
飾
る
楊
義
「
太
五
黄
庭
内
景
玉
経
」
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
事
の
真
偽
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

倉
卒
の
問
に
出
来
上
が
っ
た
本
身
は
、
清
の
王
樹
に
も
「
古
今
の
刻
帖
中
、
第
一
の
悪
札
為
り
。
」
と
酷
評
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
本
帖
は

も
と
も
と
木
刻
で
あ
っ
た
が
、
後
に
石
に
刻
さ
れ
、
そ
の
刻
石
は
清
代
に
入
っ
て
、
松
江
の
施
叔
瀕
な
る
人
物
の
所
有
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

康
煕
六
年
（
一
六
六
七
）
に
、
彼
に
よ
っ
て
再
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
序
文
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
戯
鴻
堂
粘
は
乃
ち
董
太
史
が
家
の
刻
す
る
所
な
り
。
初
時
、
紙
墨
楊
工
は
各
お
の
其
の
妙
を
極
め
、
四
方
争
い
て
賞
し
、
高
価
を
以
て
之
を
購
わ
ん
と
す
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る
も
而
も
得
易
か
ら
ざ
る
な
り
。
董
太
史
の
楚
中
に
督
学
す
る
に
撮
ん
で
、
董
は
治
者
に
其
の
人
を
得
ず
、
徒
ら
に
芸
評
射
利
を
取
る
の
み
に
し
て
、
一

時
、
価
も
亦
た
頓
に
減
ず
。
今
、
其
の
刻
、
余
に
帰
す
。
余
、
誠
に
書
を
知
ら
ざ
る
も
、
但
だ
董
太
史
の
声
価
を
耳
食
す
る
の
み
に
し
て
、
敢
え
て
軽
が

る
し
く
は
之
を
堕
壊
せ
ず
、
務
め
て
紙
墨
機
工
を
し
て
悉
く
其
の
旧
に
還
ら
し
む
。
識
考
、
復
た
歯
黒
を
以
て
之
を
得
ん
と
翼
う
こ
と
勿
か
れ
。
帖
は
共

に
十
六
巻
、
旧
と
目
録
無
け
れ
ば
、
之
を
遠
方
に
伝
え
ん
と
す
る
も
、
或
い
は
装
被
次
を
失
う
を
苦
し
む
。
謹
し
ん
で
序
を
逐
巻
の
首
に
為
し
、
其
の
中

に
書
す
所
の
言
詞
の
標
題
し
難
き
謡
歌
れ
ば
、
但
だ
首
一
句
、
或
い
は
数
字
両
字
を
摘
り
て
目
と
為
す
の
み
。
其
の
旧
と
標
題
有
る
者
は
、
則
ち
其
の
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
従
う
。
丁
未
季
秋
、
用
大
斎
主
人
識
す
。

本
帖
は
、
当
初
は
「
紙
墨
楊
工
」
と
も
に
素
晴
ら
し
く
、
四
方
の
者
が
争
っ
て
高
価
で
も
っ
て
購
入
し
よ
う
と
し
入
手
が
非
常
に
困
難
で
あ
っ

た
が
、
董
其
昌
が
湖
面
提
学
副
使
と
し
て
松
江
を
離
れ
て
い
る
問
、
監
督
者
に
人
を
得
ず
、
そ
の
結
果
、
価
格
が
激
減
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

先
の
「
甚
だ
し
く
は
精
工
な
ら
ず
」
、
「
古
今
の
刻
帖
中
、
第
一
の
悪
札
為
り
」
と
い
う
厳
し
い
評
価
も
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
間
の
事
情
を
反
映

し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
刻
字
は
重
氏
の
も
と
に
帰
し
、
こ
の
有
心
に
よ
っ
て
旧
観
を
取
り
戻
し
た
『
戯
鴻
堂
法
書
』
は
、
各

巻
頭
に
目
録
ま
で
付
さ
れ
て
再
び
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
董
其
昌
自
身
が
刊
行
し
た
半
帖
で
あ
る
『
戯
鴻
堂
法
書
』

に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
そ
の
評
価
如
何
は
さ
て
お
き
、
董
其
様
に
よ
る
法
帖
刊
行
の
最
初
期
に
属
す
る
本
帖
は
、
次
節
以
降
で
述
べ
る
万
暦

末
年
以
降
に
最
盛
期
を
迎
え
る
～
連
の
刊
行
事
業
か
ら
見
れ
ば
、
単
な
る
序
章
に
過
ぎ
な
い
。

（
2
）
　
松
江
董
氏
一
族
に
よ
る
董
其
昌
専
帖
の
刊
行

　
　
臨
池
滴
下
、
揮
律
し
て
日
を
移
し
、
最
も
其
の
画
を
誇
慎
す
。
貴
人
巨
公
、
鄭
重
に
請
讃
す
る
者
、
多
く
他
人
を
倦
い
て
之
に
応
ず
。
或
い
は
点
染
已
に

　
　
就
れ
ば
・
憧
媒
贋
筆
を
以
て
想
易
つ
る
戦
前
た
欣
然
と
し
て
為
に
題
下
桜
湿
て
計
ら
ざ
る
な
物
・

　
董
其
昌
の
書
人
・
画
人
と
し
て
の
名
声
は
、
在
世
中
か
ら
世
に
轟
き
、
贋
作
も
ま
た
横
行
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
も
、
董
其

昌
自
身
は
ひ
と
り
鷹
揚
な
態
度
を
貫
き
、
ま
た
応
酬
の
煩
雑
さ
か
ら
逃
れ
る
べ
く
代
作
者
を
雇
い
も
し
た
。
右
の
銭
謙
益
の
～
文
は
、
そ
う
い
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つ
た
贋
作
と
い
う
も
の
に
対
し
活
然
と
し
て
臨
む
董
其
昌
の
姿
を
如
実
に
伝
え
て
い
る
。
伝
世
し
た
董
其
昌
の
書
画
作
品
を
鑑
賞
す
る
に
際
し
、

そ
の
真
贋
を
見
極
め
る
こ
と
が
ま
ず
求
め
ら
れ
る
の
も
、
如
上
の
董
其
昌
の
贋
作
に
対
す
る
鷹
揚
さ
に
端
を
発
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

　
　
⑧

は
な
い
。
し
か
し
、
董
其
昌
は
本
当
に
贋
作
に
対
し
て
何
も
感
じ
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
「
鷹
揚
」
と
評
さ
れ
る
態
度
に
何
か
し

ら
の
裏
付
け
が
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
か
ら
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
に
な
る
、
松
江
魚
倉
一
族
に
よ
る
一
連
の
董
其
昌
専
帖
の
刊
行
実
態
か
ら
は
、

従
来
い
わ
れ
て
き
た
「
鷹
揚
」
な
態
度
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
く
。

　
寒
寒
昌
の
関
係
し
た
～
連
の
法
帖
刊
行
は
、
前
節
で
述
べ
た
万
暦
三
一
年
（
＝
ハ
〇
三
）
の
『
戯
鴻
堂
法
書
』
か
ら
崇
禎
年
間
に
至
る
ま
で

三
十
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
松
江
愚
亭
を
中
心
に
、
董
其
昌
や
そ
の
子
孫
、
門
人
ら
に
よ
っ
て
断
続
的
に
行
わ
れ
た
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、

そ
の
多
く
が
董
其
事
の
書
蹟
を
集
刻
し
た
専
帖
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
董
氏
一
族
の
み
で
、
三
十
年
に
も
わ
た
っ
て
法
帖
を
陸
続

と
し
て
刊
行
し
続
け
て
い
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
刊
行
年
の
長
さ
と
法
帖
の
数
に
も
驚
か
さ
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
身
の
書
蹟
を
法

帖
と
し
て
刊
行
し
続
け
た
人
物
は
、
董
其
昌
を
お
い
て
他
に
は
い
な
い
。
明
人
の
書
蹟
を
刻
し
た
法
帖
（
分
類
C
）
の
中
で
も
、
専
帖
（
分
類
C

1
2
）
が
そ
の
殆
ど
を
占
め
る
が
、
こ
の
「
明
人
専
帖
」
刊
行
の
流
れ
を
生
み
出
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
最
大
限
に
利
用
し
て
、
文
徴
明
以
後
の

書
法
界
に
君
臨
し
た
の
が
、
こ
の
軍
鼓
昌
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
松
江
董
氏
一
族
に
よ
る
法
帖
刊
行
事
業
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　
万
暦
三
七
年
（
｝
六
〇
九
）
、
董
其
昌
の
子
祖
和
の
撰
集
、
上
海
の
呉
之
騨
の
墓
刻
に
よ
っ
て
、
『
宝
鼎
斎
法
書
』
全
六
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。

内
容
は
、
歴
代
の
名
だ
た
る
書
蹟
の
臨
書
作
品
と
そ
れ
に
付
し
た
蹟
で
あ
る
。
勿
論
す
べ
て
が
董
其
昌
自
ら
が
書
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
こ
の
法
帖
は
、
董
其
昌
専
帖
の
、
と
い
う
よ
り
も
明
人
の
専
帖
の
第
一
号
で
あ
る
。
笹
下
昌
の
万
暦
三
七
年
の
題
語
に
、

　
　
…
…
精
子
、
余
が
真
行
各
種
の
書
の
梢
や
合
作
と
称
せ
る
者
を
刻
し
て
宝
鼎
斎
帖
を
為
ら
ん
と
す
。
余
に
書
を
微
す
る
者
有
り
て
、
此
を
以
て
請
を
塞
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
ば
、
以
て
応
酬
の
煩
を
簡
に
す
る
に
足
れ
り
。
壱
に
永
師
が
鉄
門
限
を
作
る
に
似
た
る
な
り
。

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
「
余
に
書
を
徴
す
る
者
有
り
て
、
此
を
以
て
請
を
塞
が
ば
、
以
て
応
酬
の
煩
を
簡
に
す
る
に
足
れ
り
。
」

と
い
う
董
耳
玉
の
態
度
で
あ
る
。
か
の
智
永
の
如
く
、
応
酬
の
煩
わ
し
さ
を
絶
と
う
と
し
た
の
か
、
自
ら
の
書
蹟
を
法
帖
仕
立
て
に
し
て
、
そ
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の
代
替
物
と
し
た
の
で
あ
る
。
法
帖
と
は
そ
も
そ
も
、
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
或
い
は
収
蔵
品
の
素
晴
ら
し
さ
を
誇
り
、
或
い
は
慕
刻
の
精
妙

さ
を
競
い
、
ま
た
或
い
は
学
書
者
に
稗
益
す
る
た
め
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
帖
の
刊
行
意
図
は
、
そ
の
よ
う
な
「
伝
統

的
」
な
法
帖
と
は
完
全
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
伝
統
的
な
法
帖
の
概
念
と
は
全
く
異
質
な
法
帖
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と

い
え
よ
う
・
ま
た
・
刊
行
翌
年
の
万
暦
三
八
年
（
＝
ハ
δ
）
に
は
・
こ
の
璽
鼎
斎
法
書
』
が
松
江
人
に
よ
っ
て
売
り
歩
か
れ
て
お
知
そ

の
流
通
の
様
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
万
暦
四
二
年
（
一
六
一
四
）
に
は
、
従
孫
の
錨
に
よ
っ
て
『
書
出
組
帖
』
全
六
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
以
下
は
、
そ
の
第
一
巻
に
刻
さ
れ
た
董

其
昌
の
同
年
の
蹟
文
（
「
蹟
書
種
堂
帖
」
）
で
あ
る
。

　
　
客
有
り
、
余
に
謂
い
て
曰
く
、
公
の
贋
書
は
海
内
に
満
ち
、
世
に
照
魔
鏡
無
く
ん
ば
、
誰
か
公
の
為
に
黎
丘
を
辮
ぜ
ん
、
と
。
余
曰
く
、
宋
の
時
、
李
営

　
　
丘
の
画
は
絶
だ
真
蹟
少
な
く
、
人
、
無
藩
論
を
作
さ
ん
と
欲
す
。
米
元
章
が
下
し
偽
な
る
者
は
三
百
本
、
真
な
る
者
は
二
本
な
り
。
安
ん
ぞ
三
百
本
を
見

　
　
て
能
く
二
本
を
掩
わ
ん
や
、
と
。
余
、
書
す
毎
に
軌
ち
族
子
鏑
を
し
て
之
を
湿
せ
し
め
、
歳
久
し
く
し
て
積
も
り
て
六
巻
と
成
る
。
之
に
命
じ
て
書
種
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
帖
と
日
い
、
因
り
て
為
に
此
に
題
す
。
甲
寅
中
秋
の
日
、
董
其
昌
識
す
。

李
成
（
五
代
宋
初
の
人
、
山
水
画
で
難
名
）
の
伝
世
作
品
の
殆
ど
が
贋
作
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
米
帯
が
「
無
李
論
」
を
作
ろ
う
と
し
た
と
い
う

　
　
　
　
⑫

有
名
な
故
事
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
本
田
の
刊
行
動
機
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
が
、
福
本
雅
～
氏
は
、
董
其
昌
の
こ
の
言
（
「
宋
時
…
－
能
掩

二
本
哉
。
偏
）
に
つ
い
て
、
「
の
ん
き
な
見
当
は
ず
れ
の
返
答
」
と
し
、
「
…
…
三
百
対
二
と
い
う
李
成
の
比
率
を
、
自
分
の
場
合
に
も
容
認
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

う
と
い
う
こ
と
と
も
解
し
得
る
。
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
三
文
は
、
噛
上
種
上
諭
』
の
巻
頭
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
、
「
自
己
に
対
す
る
無
節
操
」
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
身
の
贋
作
が
溢
れ
か
え
る
状
況
下
で
、
転
成
の
如
く
真
蹟
が
贋
作
の
中
に

埋
没
し
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
、
そ
の
手
段
と
し
て
真
蹟
を
次
々
と
董
鏑
に
刻
さ
せ
た
の
だ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
本
帖
刊

行
の
ふ
た
つ
の
意
義
を
見
出
し
う
る
。
ひ
と
つ
は
、
贋
作
が
横
行
す
る
中
で
、
真
蹟
を
法
帖
に
刻
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
後
世
に
留
め
置

こ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
、
今
ひ
と
つ
は
、
巷
に
流
行
す
る
贋
作
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
董
其
昌
の
書
蹟
を
鑑
賞
す
る
者
た
ち
に
向
け
、

1ユ （793）



真
蹟
と
贋
作
と
を
弁
別
す
る
た
め
に
、
い
わ
ば
董
書
の
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
を
設
定
す
べ
く
法
帖
が
刊
行
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
同
じ
く
第
一
巻
の
践
文
に
、

　
　
…
…
今
又
た
数
年
余
に
し
て
、
族
子
鏑
に
命
じ
て
復
た
書
種
堂
帖
を
刻
せ
し
む
る
は
、
之
を
永
師
が
鉄
門
限
を
作
る
に
猶
し
く
し
、
以
て
応
酬
の
煩
を
省

　
　
く
の
み
。
聞
く
に
、
又
た
玉
露
堂
等
の
贋
蹟
有
り
、
紛
紛
と
し
て
版
に
銭
む
に
、
且
に
之
を
奈
何
ん
せ
ん
。
以
て
具
眼
者
の
睨
を
見
て
消
ゆ
る
を
待
つ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀

　
　
り
。
乙
卯
上
元
の
日
、
玄
宰
自
ら
題
す
。

と
述
べ
る
。
こ
れ
は
万
暦
四
三
年
（
一
六
一
五
）
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
帖
を
再
び
刊
行
し
た
際
に
、
新
た
に
刻
入
さ
れ
た
三
文
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
で
は
、
な
ぜ
再
版
が
行
わ
れ
た
の
か
。
「
応
酬
の
煩
を
省
く
」
た
め
に
刊
行
さ
れ
た
『
書
再
発
帖
』
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
名

に
似
せ
た
『
玉
露
里
馬
』
等
の
名
を
冠
し
た
偽
筆
が
出
回
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
『
慰
種
堂
帖
』
を
翻
刻
し
、
そ
の
名
を
す
げ
替
え
た

だ
け
の
悪
質
な
偽
刻
本
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
董
其
昌
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
主
張
す
べ
く
、
再
版
に
踏
み
き
っ
た
の
で
あ
り
、
真
贋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
見
極
め
る
具
眼
者
が
現
れ
れ
ば
、
雪
が
B
差
し
を
受
け
て
消
釈
す
る
よ
う
に
、
や
が
て
そ
の
偽
刻
本
も
消
え
て
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
っ

て
乱
筆
し
て
い
る
。
法
帖
を
刊
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
用
い
た
偽
帖
が
刻
さ
れ
、
更
に
ま
た
そ
れ
と
の
違
い
を
主
張
す
べ
く
オ
リ
ジ

ナ
ル
が
再
度
刊
行
さ
れ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
法
帖
の
刊
行
を
め
ぐ
る
「
い
た
ち
ご
っ
こ
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
万
暦
四
五
年
（
一
六
一
七
）
、
同
じ
く
董
鏑
に
よ
っ
て
『
歯
種
堂
続
帖
』
全
六
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
董
其
昌
の
同
年
の
差
文
に
、

　
　
蘇
端
明
、
罫
紙
画
筆
に
遇
え
ば
、
墨
黒
に
華
墨
し
、
軌
ち
自
ら
書
を
作
り
て
休
ま
ず
、
従
い
て
書
を
索
む
る
者
有
れ
ば
韓
ち
怒
り
て
許
さ
ず
。
近
時
、
祝

　
　
希
哲
も
亦
た
繋
り
。
余
、
書
を
好
む
と
錐
も
、
都
て
自
ら
書
を
作
ら
ず
、
勝
日
閑
窃
の
毎
に
、
人
の
呪
う
る
所
と
為
り
て
応
ず
る
者
に
し
て
、
時
に
当
り

　
　
て
率
意
に
塗
抹
す
れ
ば
、
寧
ん
ぞ
後
来
尽
く
用
て
入
石
せ
ら
れ
、
少
し
く
其
の
拙
き
を
蔵
す
を
得
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。
書
種
続
刻
を
観
る
に
因
り
て
此
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
題
す
。
丁
巳
中
秋
、
董
其
昌
。

書
を
求
め
て
寄
っ
て
来
る
者
た
ち
を
謝
絶
し
、
自
作
に
耽
る
黒
黒
や
祝
聖
明
を
引
き
合
い
に
出
し
、
応
酬
の
書
に
如
何
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
か

を
述
べ
る
が
、
意
に
ま
か
せ
て
書
い
た
、
い
い
加
減
な
そ
の
応
酬
の
書
蹟
が
巷
で
ど
ん
ど
ん
石
に
刻
ま
れ
、
世
に
広
ま
っ
て
い
る
状
況
が
伝
わ
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【図】　『来仲楼法書』目録（筆者所蔵）

っ
て
こ
よ
う
。
こ
こ
に
も
や
は
り
、
前
述
し
た
本
来
の
重
書
の

「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
を
示
す
意
図
が
垣
間
見
え
る
。
ま
た
こ
こ
で

注
意
し
た
い
の
が
、
前
年
の
万
暦
四
四
年
（
一
六
一
六
）
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
の
「
董
其
昌
焼
き
討
ち
事
件
」
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
国
第
六
巻
末
に
「
万
暦
四
十
四
年
、
歳
在
丙
辰
冬
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

一
月
、
姪
孫
董
錆
彦
京
氏
奉
勒
上
石
。
」
、
第
二
巻
末
に
「
万
暦
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

十
五
年
、
歳
在
暉
暉
秋
九
月
、
姪
孫
際
際
離
京
氏
奉
勒
上
石
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
法
帖
刊
行
事
業
の
継
続
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、

こ
の
事
件
の
影
響
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
か

ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
入
る
と
、
法
帖
刊
行
の
実

際
の
作
業
は
、
懲
罰
一
族
の
中
で
も
、
長
子
の
祖
和
－
温
和
で

非
道
が
な
か
っ
た
た
め
事
件
に
は
巻
き
込
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
わ

れ
る
　
　
や
従
孫
の
鏑
ら
数
人
に
特
に
任
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
董
其
昌
が
書
し
た
書
蹟

を
そ
の
離
離
一
族
の
「
刊
行
集
団
」
に
流
し
、
そ
こ
で
法
帖
が
出

来
上
が
る
と
い
う
、
い
わ
ば
分
業
体
制
に
よ
っ
て
董
其
昌
の
専
帖

刊
行
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
因
み
に
、
後
述
す
る

よ
う
に
崇
禎
三
年
（
＝
ハ
一
二
〇
）
に
は
、
孫
の
庭
が
『
麗
麗
幽

閉
』
を
刊
行
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の
庭
と
同
和
が
中
心
と
な
っ
て
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董
其
昌
の
詩
文
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
天
啓
年
間
に
入
っ
て
も
、
董
氏
一
族
に
よ
る
法
帖
刊
行
は
続
く
。
同
二
年
（
一
六
二
二
）
に
は
、
甥
聴
聞
の
審
定
、
従
孫
鍋
の
幽
遠
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
『
来
仲
里
法
書
』
全
一
〇
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
ま
ず
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
巻
頭
に
付
刻
さ
れ
た
目
録
で
あ
る
（
【
図
】
『
来
伸
楼
法
書
』

目
録
）
。
第
六
巻
所
収
の
「
観
音
経
（
観
世
音
菩
薩
普
門
品
）
」
の
下
に
、
「
此
の
経
、
世
春
堂
帖
に
算
入
せ
ら
る
る
も
、
差
誰
多
き
に
因
り
て
、

審
如
し
て
重
刻
す
。
」
と
割
註
が
刻
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
世
母
堂
帖
（
世
界
解
法
書
）
』
と
は
、
天
啓
元
年
（
～
六
二
一
）
に
董
鏑
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

刊
行
さ
れ
た
全
六
巻
か
ら
な
る
董
其
昌
の
専
帖
で
、
本
帖
と
同
じ
く
鎌
継
儒
の
同
語
が
付
さ
れ
て
い
る
。
第
六
巻
に
刻
さ
れ
た
蹟
文
に
も
、

　
　
法
華
経
七
巻
、
余
、
書
す
こ
と
数
年
に
し
て
始
め
て
覧
う
。
提
子
鏑
、
之
を
石
に
授
け
ん
と
欲
す
る
も
、
纂
揚
の
成
就
し
易
か
ら
ざ
る
を
念
じ
、
先
ず
普

　
　
門
品
の
世
斎
堂
帖
に
勒
し
、
流
伝
し
て
世
に
行
わ
る
る
を
得
た
り
。
而
る
に
中
に
詑
落
多
く
、
持
論
す
る
に
便
な
ら
ず
。
会
た
ま
鏑
に
来
仲
楼
の
刻
有
り
、

　
　
復
た
為
に
重
黎
し
て
、
余
に
増
補
入
石
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
…
…
天
啓
元
年
九
月
望
、
董
其
昌
識
す
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
先
に
刊
行
し
た
『
孟
春
堂
帖
』
中
の
書
蹟
に
誤
り
が
多
か
っ
た
た
め
、
改
め
て
審
定
を
し
た
上
で
、
こ
の
㎎
来
仲
楼
法

書
』
に
再
び
刻
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
刊
行
事
業
の
い
い
加
減
さ
と
も
取
れ
よ
う
が
、
筆
者
は
、
董
氏
一
族
に
よ
る
董

其
昌
専
帖
の
「
シ
リ
ー
ズ
化
」
の
表
れ
だ
と
見
る
。
件
の
「
観
音
経
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
『
来
嘉
事
法
書
』
に
刻
さ
れ
た
「
観
音
経
」
は

『
世
春
冬
帖
』
の
改
訂
版
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
が
、
た
だ
改
訂
が
必
要
な
の
で
あ
れ
ば
、
新
た
に
法
帖
（
『
来
仲
楼
法
書
』
）
を
刻
す
ま

で
も
な
く
、
繭
世
講
堂
帖
』
中
の
「
説
落
」
を
改
め
た
後
修
本
を
刊
行
す
れ
ば
事
足
り
る
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
い
え
ば
、
「
託
落
」
を
と
も
な
っ

た
「
持
諦
す
る
に
便
な
ら
」
ざ
る
『
世
春
堂
衆
』
を
流
通
さ
せ
て
お
く
に
は
少
な
か
ら
ず
抵
抗
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
段
階
で

は
す
で
に
、
次
の
『
来
仲
楼
法
書
』
の
刊
行
計
画
が
進
行
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
『
青
春
堂
帖
』
を
再
版
す
る
の
で
は
な
く
、
「
観
音
経
」
の
改

訂
版
を
『
来
仲
楼
法
書
』
中
に
収
め
、
そ
し
て
そ
れ
が
改
訂
版
で
あ
る
と
鑑
賞
者
に
も
わ
か
る
よ
う
に
、
先
の
割
註
を
巻
頭
の
目
録
に
、
更
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
蹟
文
を
巻
中
に
刻
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
法
帖
刊
行
の
出
版
事
業
化
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
董
其
昌
の
書
蹟
の
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
と
な
る
法
帖
が
「
シ
リ
ー
ズ
化
」
さ
れ
て
次
々
と
刊
行
さ
れ
る
状
況
の
中
で
、
先
に
述
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べ
た
再
刻
本
も
同
様
に
増
え
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
藁
薦
昌
が
『
来
仲
楼
法
書
』
の
審
定
を
行
っ
た
甥
の
尊
聞
に
宛
て
た
尺
騰
に
、
以
下
の
よ

う
に
記
す
。

　
　
…
…
彦
京
が
刻
す
る
所
の
帖
は
、
毎
に
心
学
の
翻
刻
の
壊
す
所
と
為
れ
ば
、
惟
に
其
の
苦
心
に
驚
く
の
み
な
ら
ず
、
即
ち
不
言
も
亦
た
悪
札
の
名
を
受
く
。

　
　
今
の
来
仲
楼
は
原
志
姪
の
鑑
定
す
る
所
に
し
て
、
須
ら
く
護
持
を
為
す
べ
し
。
重
し
翻
刻
有
ら
ば
、
即
ち
に
当
路
に
告
げ
て
一
大
に
之
を
創
う
は
、
亦
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
老
姪
が
宗
族
を
扶
持
す
る
の
盛
徳
な
り
。
不
～
。
春
仲
九
日
、
其
昌
叔
頓
首
。

鏑
が
刻
し
た
先
の
『
書
種
堂
帖
』
、
噸
書
止
堂
続
帖
』
等
は
、
横
行
す
る
「
市
棍
」
の
偽
刻
に
よ
っ
て
す
で
に
乱
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
よ
う
な

出
鱈
目
な
法
帖
が
世
に
広
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
回
り
回
っ
て
董
其
昌
自
身
が
「
悪
札
」
の
畿
り
を
受
け
て
し
ま
う
。
尺
騰
と
い
う
そ
の
性
格

か
ら
し
て
も
、
董
其
昌
の
偽
ら
ざ
る
心
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
よ
う
。
贋
作
を
防
ぐ
べ
く
刊
行
さ
れ
た
法
帖
に
よ
っ
て
、
更
に
ま
た
そ
の
贋
作
が

生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
当
時
の
状
況
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
㎎
来
仲
楼
法
書
』
は
特
に
甥
の
尊
聞
一
董
其
昌
の
書
蹟
の

鑑
定
に
長
け
て
い
た
の
か
ー
ー
が
鑑
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
「
護
持
」
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
翻
刻
本
な
ど
現
れ
よ
う
も
の
な

ら
、
た
だ
ち
に
当
局
に
報
告
し
て
殿
棄
し
て
し
ま
え
、
そ
の
こ
と
が
「
宗
族
」
を
護
る
「
盛
徳
」
で
も
あ
る
の
だ
、
と
い
う
厳
し
い
ロ
調
が
読

み
取
れ
よ
う
。
面
心
昌
の
尊
聞
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
、
こ
の
『
酸
価
墨
字
書
』
を
護
持
せ
よ
と
い
う
厳
令
は
、
一
族
の
刊
行
集
団
に
周
知
徹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

底
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
の
尺
履
と
と
も
に
刻
さ
れ
た
甥
の
農
、
庭
面
孫
の
象
恒
の
付
文
が
如
実
に
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

　
更
に
こ
の
董
其
昌
の
尺
贋
に
は
、
出
版
文
化
史
と
関
わ
る
重
大
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
尺
忙
中
に
見
え
る
「
倫
有
翻
刻
、
即

知
事
当
路
～
大
盤
之
」
の
一
文
で
あ
る
。
偽
刻
本
が
横
行
す
る
中
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
主
張
し
、
ま
た
鑑
賞
者
に
そ
れ
を
認
識
さ
せ
る
た
め
、

そ
の
内
容
を
序
文
や
賊
文
と
し
て
翔
託
す
る
と
い
う
行
為
自
体
は
、
こ
れ
ま
で
の
法
帖
刊
行
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

中
で
も
、
嘉
靖
年
間
か
ら
万
暦
年
間
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
淳
化
馳
駆
』
の
翻
刻
本
（
「
顧
古
本
」
）
な
ど
は
、
「
五
色
印
」
や
校
勘
表
ま
で
添

付
し
た
非
常
に
念
の
入
っ
た
法
帖
で
あ
っ
た
。
豊
田
四
五
年
（
｝
五
六
六
）
に
完
成
し
た
「
顧
氏
本
」
で
あ
る
が
、
時
を
移
さ
ず
し
て
、
「
暑
中

市
人
」
に
よ
る
劣
悪
な
偽
刻
本
が
出
回
り
、
結
果
、
隆
慶
二
年
（
一
五
六
八
）
に
、
偽
刻
本
と
区
別
す
る
た
め
再
版
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
つ
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た
。
そ
の
際
に
、
刊
行
者
の
顧
従
義
自
身
が
序
文
を
し
た
た
め
、
校
勘
表
を
付
し
、
そ
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
証
明
す
べ
く
「
五
色
印
」
を
施
し

　
　
　
　
⑳

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
法
帖
の
「
版
権
」
の
主
張
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
偽
劾
を
行
う
者
で
は
な

く
、
「
顧
臨
本
」
を
購
入
・
鑑
賞
す
る
消
費
者
に
向
け
た
真
贋
を
見
極
め
る
た
め
の
標
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
董
其
昌
の
尺
度
に
見
え
る

「
版
権
」
意
識
は
そ
う
い
っ
た
生
易
し
い
も
の
で
は
な
い
。
前
述
の
如
く
、
そ
れ
は
贋
作
者
に
向
け
ら
れ
た
、
当
局
公
認
の
「
版
権
」
の
主
張

な
の
で
あ
る
。
董
其
昌
が
ど
の
程
度
意
識
し
て
こ
の
こ
と
を
記
し
た
の
か
は
無
論
知
る
由
も
な
い
が
、
一
般
書
籍
の
出
版
が
盛
ん
に
な
り
、
そ

れ
に
と
も
な
っ
て
「
版
権
」
が
明
確
な
形
で
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
万
暦
後
半
期
以
降
に
お
い
結
こ
う
い
っ
た
「
版
権
」
主
張
の

風
に
乗
じ
る
形
で
、
「
当
路
」
と
い
う
語
と
と
も
に
「
版
権
」
意
識
を
表
出
さ
せ
た
法
帖
が
生
ま
れ
た
意
味
は
大
き
い
。

　
崇
禎
年
間
に
入
っ
て
も
な
お
、
董
其
昌
の
専
意
は
丸
紅
一
族
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
同
三
年
（
＝
ハ
一
二
〇
）
に
、
孫
の
庭
の
所
蔵
品

を
集
刻
し
た
『
汲
古
論
戦
』
全
六
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
音
響
昌
の
「
門
人
」
を
自
称
す
る
呉
泰
衛
が
棊
勒
を
、
顧
紹
勲
、
沈
肇
真
が
鍋
刻
を
行

　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
も
ま
た
、
董
其
昌
の
祓
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
同
年
に
同
じ
く
庭
に
よ
っ
て
董
其
昌
の
『
容
台
文

集
』
全
九
巻
、
『
容
台
詩
集
』
全
四
巻
、
『
容
台
別
集
』
全
四
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
『
容
台
文
集
』
の
巻
頭
に
は
、
陳

鴻
儒
に
よ
る
序
文
が
彼
の
筆
跡
の
ま
ま
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
鍋
刻
を
行
っ
た
の
も
先
の
顧
紹
勲
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
連
の
法
帖
刊
行
と

董
其
昌
詩
文
集
の
刊
行
事
業
は
、
同
時
期
に
行
わ
れ
た
董
氏
一
族
に
よ
る
大
規
模
な
刊
行
事
業
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
3
）
董
其
昌
専
帖
刊
行
の
意
義

　
前
節
で
は
、
松
江
董
氏
一
族
に
よ
る
董
其
昌
繋
累
の
刊
行
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
一
連
の
董
其
昌
法
帖
は
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
法
帖
の

概
念
と
は
著
し
く
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
歴
代
の
書
蹟
を
集
刻
し
、
そ
の
収
蔵
の
豊
富
さ
、
奉
刻
の
精
妙

さ
を
誇
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
学
書
者
に
稗
益
し
よ
う
と
い
う
態
度
か
ら
生
ま
れ
た
法
帖
で
は
な
く
、
全
く
の
個
人
（
董
寄
客
）
宣
伝
用
の
法

帖
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
贋
作
が
横
行
す
る
状
況
下
で
～
族
の
手
に
よ
っ
て
董
書
の
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
と
い
い
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董其昌の法帖刊行事業に見る権威確立への構想（増田）

う
る
法
帖
が
「
シ
リ
ー
ズ
化
」
さ
れ
て
続
々
と
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
贋
作
の
鑑
定
に
用
い
ら
れ
る
反
面
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
広

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
ま
た
贋
作
が
作
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
を
招
き
も
す
る
。
こ
う
し
て
、
善
か
れ
悪
し
か
れ
贋
作
・
冷
刻
と
董

氏
一
族
の
新
た
な
法
帖
刊
行
と
の
「
い
た
ち
ご
っ
こ
」
が
延
々
と
続
く
こ
と
と
な
り
、
こ
う
し
た
過
程
の
中
で
、
董
其
昌
の
名
が
更
に
定
着
し
、

そ
し
て
権
威
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
松
江
腐
心
一
族
の
如
く
、
～
族
内
の
書
人
の
書
蹟
を
集
刻

し
た
女
盛
（
分
類
C
1
2
）
の
刊
行
が
、
董
氏
一
族
以
外
で
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
も
し
行
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
董
氏
一
族
と
ど
の
よ

う
に
違
う
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
勿
論
こ
の
董
氏
一
族
以
外
で
も
そ
の
よ
う
な
法
帖
は
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、

列
挙
す
る
と
、
万
暦
四
五
年
（
一
六
一
七
）
に
、
蘇
州
太
倉
の
王
時
敏
に
よ
っ
て
父
衡
の
書
蹟
を
集
刻
し
た
糊
麓
骨
堂
蔵
帖
』
全
六
巻
が
刊
行

さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
王
時
敏
の
祖
父
（
王
衡
の
父
）
は
礼
部
尚
書
、
内
閣
首
輔
大
学
士
に
ま
で
上
り
詰
め
た
王
錫
爵
で
あ
る
。
泰
昌
元
年

（一

Z
二
〇
）
に
は
、
董
氏
一
族
と
同
じ
く
松
江
華
亭
の
莫
後
昌
に
よ
っ
て
、
華
亭
の
書
人
と
し
て
名
高
い
粟
田
忠
・
是
龍
父
子
の
書
蹟
を
集

刻
し
た
『
恒
業
館
帖
』
全
六
巻
が
刊
行
さ
れ
、
ま
た
万
暦
末
年
か
ら
天
啓
元
年
（
一
六
二
一
）
に
か
け
て
は
、
山
東
済
南
の
王
沿
、
立
春
称
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
よ
っ
て
邪
個
（
王
称
の
父
）
の
書
蹟
を
翻
刻
し
た
『
来
意
館
真
蹟
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
天
啓
年
間
に
は
ま
た
、
同
六
年
（
一
六
二
六
）
に
泉
州

世
盛
の
張
瑞
典
に
よ
っ
て
張
右
図
の
書
蹟
を
集
刻
し
た
『
果
亭
墨
翰
』
全
六
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
族
に
よ
る
刊
行
事
業
は
崇

禎
年
間
に
入
っ
て
も
続
く
。
同
五
年
（
一
六
三
；
に
、
松
江
華
亭
の
張
以
誠
ら
子
孫
た
ち
に
よ
っ
て
張
弼
の
書
蹟
を
集
刻
し
た
『
鉄
鍋
楼

　
　
　
　
　
⑫

帖
』
全
一
〇
巻
が
刊
行
さ
れ
、
同
；
一
年
（
一
六
四
〇
）
に
は
、
同
じ
く
華
亭
の
陸
起
龍
ら
子
孫
に
よ
っ
て
陸
深
の
書
蹟
を
集
刻
し
た
『
片
玉

堂
詞
翰
』
全
＝
一
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
列
挙
し
た
一
族
に
よ
る
刊
行
事
業
を
見
る
と
、
張
瑞
典
に
よ
る
『
果
亭
墨
翰
』
の
刊

行
を
除
け
ば
、
そ
の
殆
ど
全
て
の
法
帖
が
刊
行
さ
れ
た
時
点
で
、
書
蹟
の
主
が
既
に
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
お
そ
ら
く
彼
ら

が
意
図
し
た
の
は
、
書
人
と
し
て
名
を
馳
せ
た
先
人
の
遺
墨
を
法
帖
と
し
て
後
世
に
伝
え
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

り
、
一
族
の
画
商
と
し
て
、
先
人
の
功
績
を
法
帖
と
し
て
留
め
置
こ
う
と
い
う
、
切
な
る
思
い
に
端
を
発
し
た
刊
行
事
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
刊
行
動
機
は
、
明
代
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
歴
代
の
名
蹟
に
残
る
筆
意
を
後
世
に
伝
え
る
べ
く
刊

行
さ
れ
た
集
帖
や
専
帖
（
分
類
B
）
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　
翻
っ
て
、
董
氏
一
族
の
刊
行
事
業
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
と
は
全
く
異
な
っ
た
刊
行
動
機
で
あ
る
こ
と
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
。
既
に
詳

し
く
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
刊
行
事
業
は
董
三
半
の
生
前
（
崇
禎
九
年
〈
一
六
三
六
〉
に
瓢
虫
）
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
「
乱
丁

昌
ブ
ラ
ン
ド
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
、
否
、
そ
れ
を
よ
り
高
め
る
た
め
に
、
董
其
昌
自
ら
が
そ
の
事
業
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
董
其
上
に
よ
る
「
連
の
法
帖
刊
行
事
業
と
は
、
実
に
戦
略
的
な
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
文
星
㎝
族
ら
蘇
州
文
人

グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
培
わ
れ
、
以
後
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
法
帖
刊
行
ブ
ー
ム
を
最
大
限
に
利
用
し
て
、
自
ら
の
書
蹟
を
法
帖
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
遍
く
流
通
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
董
領
邑
の
書
蹟
が
な
ぜ
か
く
も
広
く
行
わ
れ
、
そ
し
て
贋
作
を
次
々
と
生
み
出
す
ほ
ど
に
人
気
を
博
し
て
い

た
の
か
。
こ
れ
ま
で
の
董
其
昌
研
究
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
如
く
、
そ
の
要
因
を
董
其
昌
の
書
法
な
ら
び
に
彼
が
確
立
し
た
書
論
の
み
に
求
め

る
こ
と
に
終
始
し
て
き
た
。
し
か
し
、
真
蹟
や
書
論
以
上
に
、
「
書
」
の
流
通
に
貢
献
し
た
こ
の
法
帖
の
存
在
を
強
く
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
董
其
昌
と
い
う
存
在
が
権
威
づ
け
ら
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
法
帖
の
果
た
し
た
役
割
は
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
前
節
冒
頭
で
述
べ
た
、
董
其
昌
の
贋
作
に
対
す
る
「
鷹
揚
」
な
態
度
に
は
、
法
帖
刊
行
と
い
う
確
か
な
裏
付
け
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
壮
齢
の
刊
行
事
業
が
始
ま
り
、
そ
れ
が
最
盛
期
を
迎
え
る
万
暦
末
年
か
ら
天
啓
年
間
に
は
、
溝
型
昌
は
す
で
に
書
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
し
て
一
家
を
な
し
、
そ
の
名
声
は
天
下
に
轟
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
尚
、
彼
の
「
鷹
揚
」
さ
に
変
化
は
見
ら

れ
な
い
。
贋
作
を
含
め
た
彼
の
書
蹟
が
広
く
行
わ
れ
る
中
で
、
一
方
で
は
代
作
者
ま
で
雇
っ
て
贋
作
を
作
製
さ
せ
、
一
方
で
は
自
身
の
完
全
な

る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
る
｝
族
に
託
し
て
真
蹟
を
法
帖
と
し
て
刊
行
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
贋
作
の
氾
濫
」
と
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

（
法
帖
）
の
量
産
」
と
が
、
ま
さ
に
両
輪
と
な
っ
て
董
其
事
の
名
を
高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
既
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
提
示
し
た
彼
に
と

っ
て
は
、
贋
作
で
さ
え
も
自
ら
の
名
を
広
め
る
手
段
で
あ
り
、
結
果
、
そ
の
贋
作
に
対
す
る
「
鷹
揚
」
さ
の
み
が
後
人
の
注
淫
す
る
所
と
な
つ
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た
。
し
か
し
、
董
其
昌
の
「
書
」
活
動
の
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
極
め
て
｝
面
的
な
理
解
で
あ
る
。
そ
の
　
方
で
董
其
昌
は
、
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
た
る
法
帖
を
傷
つ
け
る
漏
刻
に
対
し
て
は
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
多
く
の
蹟
文
や
謹
呈
に
見
え
る
が
如
く
、
執
拗
な
ま
で
に
排
除
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
董
其
昌
の
専
心
刊
行
は
松
江
重
氏
一
族
だ
け
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
董
氏
｝
族
以
外
の
人
々
も
、
同
時
期
に
相
継
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

董
其
昌
の
書
蹟
を
集
結
し
た
法
帖
を
刊
行
し
て
い
る
。
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
蘇
州
呉
県
の
陳
紅
焔
に
よ
る
一
連
の
法
帖
刊
行
で
あ
る
が
、

以
下
に
列
挙
す
る
法
帖
は
す
べ
て
董
其
昌
の
専
帖
で
あ
る
。
万
暦
四
三
年
（
エ
ハ
一
五
）
頃
に
刊
行
さ
れ
た
『
立
直
館
帖
』
全
四
巻
、
そ
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
刻
さ
れ
た
『
二
合
斎
帖
』
全
六
巻
、
同
四
七
年
（
一
六
一
九
）
の
咽
紅
綬
軒
法
帖
』
全
四
巻
、
更
に
天
啓
四
年
（
一
六
二
四
）
の
『
延
清
堂

帖
』
全
六
巻
と
、
万
暦
末
年
か
ら
天
啓
年
間
に
か
け
て
董
其
昌
専
売
を
立
て
続
け
に
刊
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
彼

が
蘇
州
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
稿
第
二
章
に
掲
載
し
た
【
表
】
「
明
代
の
法
帖
」
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
万
暦
末
年
以
降
に

蘇
州
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
た
法
帖
は
、
こ
の
陳
鈍
昌
に
よ
る
董
其
昌
専
帖
し
か
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
董
其
昌
と
の
関
係
が
如
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
る
も
の
で
あ
れ
、
蘇
州
人
が
董
其
昌
の
専
帖
刊
行
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
ま
た
こ
の
ほ
か
に
も
、
万
暦
四
四
年
（
一
六
一
六
）

に
始
ま
り
崇
禎
三
年
（
一
六
一
二
〇
）
に
漸
く
完
成
し
た
、
杭
州
海
寧
の
陳
燃
に
よ
る
『
玉
煙
堂
豊
漁
』
全
四
巻
が
あ
る
。
こ
の
陳
鰍
は
、
万
暦

四
一
年
（
一
六
＝
二
）
に
『
位
署
堂
帖
』
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
黒
質
に
董
其
昌
に
よ
る
序
文
が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
刊
行
に
も
董
其
昌
が

深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
董
其
昌
に
よ
る
法
帖
刊
行
事
業
は
、
松
江
董
氏
～
族
の
み
な
ら
ず
、
他
地
域
の
人
々
を
も
次
々
と
取
り

込
ん
で
、
江
南
地
方
全
体
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
4
）
　
「
呉
派
」
と
「
雲
間
派
」
、
そ
し
て
董
其
昌

　
こ
れ
ま
で
、
文
徴
明
ら
皇
弟
一
族
を
中
心
と
し
た
蘇
州
文
人
グ
ル
ー
プ
か
ら
法
帖
刊
行
の
主
導
的
役
割
を
引
き
継
い
だ
、
松
江
の
董
其
昌
に

よ
る
～
連
の
法
帖
刊
行
事
業
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
明
代
に
お
け
る
法
帖
刊
行
の
歴
史
は
、
蘇
州
文
人
グ
ル
ー
プ
か
ら
、
松
江
の
董
其
昌
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グ
ル
ー
プ
へ
と
、
そ
の
重
心
を
移
動
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
概
括
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
法
帖
文
化
の
地
域
的
移
動
は
、
ひ
い
て
は
書
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

界
全
体
の
趨
勢
と
も
直
接
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
呉
派
」
の
衰
退
、
そ
し
て
「
雲
間
派
」
の
勃
興
で
あ
る
。
文
震
孟
は
以
下
の

よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
明
興
る
や
、
翰
墨
の
～
派
は
、
海
内
に
独
り
忌
門
を
以
て
当
時
に
冠
た
り
。
啓
南
（
沈
周
）
・
伯
虎
（
唐
寅
）
諸
老
先
生
、
蟹
び
先
太
史
（
文
徴
明
）
・
両

　
　
博
士
（
文
彰
・
文
嘉
）
の
若
き
は
、
芸
は
既
に
神
に
入
り
、
品
も
復
た
卓
爾
に
し
て
、
相
輔
け
て
伝
え
し
は
、
乃
ち
其
の
伝
わ
り
し
所
以
な
る
の
み
。
董

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
内
翰
（
董
其
昌
）
嗣
い
で
起
つ
に
至
り
て
、
雲
間
派
有
り
。

つ
ま
り
、
呉
派
の
ト
ッ
プ
に
君
臨
し
た
文
徴
明
の
曾
孫
震
孟
に
と
っ
て
も
、
呉
派
か
ら
雲
間
派
へ
の
勢
力
図
の
変
更
は
否
定
で
き
な
い
事
実
と

し
て
実
感
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
す
で
に
詳
述
し
た
董
其
昌
に
よ
る
法
帖
刊
行
事
業
も
深
く
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
れ
は
独
り
彼
の
個
人
的
利
益
の
み
な
ら
ず
、
彼
を
申
継
と
し
た
雲
間
派
の
称
揚
へ
と
も
繋
が
っ
て
い
た
。
泰
昌
元
年
（
一
六
二
〇
）
に

刊
行
さ
れ
た
、
松
江
華
墨
の
莫
後
昌
に
よ
る
『
崇
蘭
館
帖
』
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
華
亭
の
代
表
的
書
人
、
莫
尊
翰
と
莫
是
龍
の
書
蹟
を
集
刻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
た
法
帖
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
陳
継
儒
、
董
傷
口
に
よ
る
長
文
の
賊
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
陳
継
儒
の
蹟
文
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
今
、
天
下
の
墨
池
一
派
、
三
呉
を
推
重
す
る
も
、
罹
れ
ど
も
吾
が
郷
は
独
り
書
に
工
な
る
を
以
て
主
に
遇
せ
ら
る
。
前
に
爆
沈
有
り
、
後
に
二
張
有
り
。

　
　
沈
公
度
は
学
士
に
至
り
、
粂
は
翰
林
よ
り
起
ち
て
大
理
寺
少
卿
に
至
る
。
皇
霊
天
駿
は
大
司
空
に
至
り
、
電
は
少
宗
伯
に
至
る
。
其
の
後
、
張
南
安
東
海

　
　
　
（
張
弼
）
の
如
き
は
草
書
を
以
て
勝
り
、
顛
素
の
筆
を
得
、
陸
学
士
宮
山
（
陸
深
）
は
行
革
を
以
て
勝
り
、
李
志
州
・
暴
食
興
の
筆
を
得
た
り
。
莫
方
伯

　
　
父
子
の
出
で
し
経
り
、
声
実
に
炬
赫
と
し
て
其
の
上
を
掩
う
。
今
、
崇
蘭
館
帖
を
展
玩
す
る
に
、
神
采
換
然
と
し
て
、
真
に
台
風
は
垂
れ
山
陰
の
義
献
な

　
　
り
。
我
が
郷
の
書
家
、
任
子
明
仁
発
・
王
伯
静
黙
・
朱
孟
南
帯
・
回
文
重
壁
・
衛
出
過
聖
楽
・
章
共
脂
玉
弼
・
聖
心
会
遇
・
顧
暑
中
禄
の
如
き
は
、
皆
な

　
　
名
は
書
史
に
載
せ
ら
る
る
も
、
而
れ
ど
も
子
孫
の
凋
零
す
る
を
以
て
、
従
り
て
其
の
　
点
一
画
を
簡
出
す
る
無
し
。
若
し
後
に
賢
者
の
海
景
兄
弟
の
如
き

　
　
も
の
有
ら
ば
、
豊
に
化
し
て
太
山
の
無
燈
碑
と
為
る
に
至
ら
ん
や
。
吾
、
故
に
表
し
て
之
を
出
だ
し
、
庶
幾
わ
く
ば
莫
氏
に
托
し
て
以
て
不
朽
な
ら
し
め

　
　
　
　
　
⑭

　
　
　
ん
と
云
う
。

20　（802）



其昌の法帖刊行事業に見る権威確立への構想（増田）

ま
さ
に
、
書
法
界
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
「
三
呉
」
に
対
す
る
、
「
吾
郷
」
す
な
わ
ち
立
縞
派
称
揚
の
た
め
の
法
帖
刊
行
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
雲
間
派
に
属
す
る
松
江
の
書
人
を
列
挙
し
、
そ
し
て
そ
の
代
表
た
る
べ
き
莫
如
忠
・
是
龍
父
子
の
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
集
刻
し
て
後
世
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
雲
間
派
称
揚
の
法
帖
刊
行
の
背
景
に
は
、
董
夢
中
の
呉
派
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
文
徴
明
・
祝
允
明
に
対
す
る
書
論
が
あ
る

こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。

　
　
吾
が
松
の
書
、
陸
機
・
陸
雲
の
右
軍
の
前
に
創
め
て
自
り
以
後
、
遂
に
復
た
響
を
継
が
ず
。
二
面
及
び
張
南
安
・
陸
文
裕
・
莫
方
伯
、
稽
や
之
を
振
る
う

　
　
も
、
都
て
甚
し
く
は
世
に
伝
わ
ら
ず
、
呉
中
の
文
選
二
家
の
掩
う
所
と
為
る
の
み
。
婿
祝
二
家
、
一
時
の
標
な
る
も
、
然
れ
ど
も
二
審
を
突
過
せ
ん
と
欲

　
　
す
る
も
、
未
だ
能
わ
ざ
る
や
、
空
疎
に
し
て
実
際
無
き
を
以
て
の
故
な
り
。
余
が
書
は
則
ち
井
せ
て
諸
君
子
を
去
り
て
自
ら
快
と
し
、
争
う
を
欲
せ
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
な
り
。
以
て
書
を
知
る
者
の
之
を
品
す
る
を
待
つ
。

「
此
れ
則
ち
雲
聞
の
書
派
を
論
ず
る
な
り
。
」
と
い
う
双
行
註
を
付
さ
れ
た
こ
の
～
文
に
見
え
る
よ
う
に
、
董
其
昌
は
、
一
世
を
風
廉
し
た
彼

ら
の
書
を
「
空
疎
に
し
て
実
際
無
」
い
も
の
と
し
て
一
蹴
す
る
。
文
化
の
先
進
地
た
る
蘇
州
の
呉
派
に
対
し
、
雲
間
派
を
そ
の
対
抗
軸
と
す
る

構
図
を
提
示
し
た
上
で
、
自
ら
が
属
す
る
雲
間
派
の
勝
利
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
彼
の
編
み
出
し
た
画
論
に
お
け
る
「
尚
南
既

北
論
」
の
書
論
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
更
に
董
其
昌
は
、
自
ら
「
呉
派
対
雲
間
派
」
と
い
う
構
図
を
設
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
自
身
の
書
は
そ
う
い
っ
た
対
立
構
造
か
ら
隔
絶
し
た

高
み
に
位
置
づ
け
、
「
争
う
を
欲
」
し
な
い
か
ら
だ
と
論
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
呉
派
と
雲
間
派
と
い
う
対
立
構
造
で
す
ら
、
董
其
昌
に
と
っ

て
は
自
ら
の
ブ
ラ
ン
ド
を
よ
り
一
層
権
威
づ
け
る
た
め
の
枕
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
二
重
に
権
威
づ
け
ら
れ
た
董
其
日
の
書

蹟
が
、
続
々
と
法
帖
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
い
つ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
本
章
で
述
べ
来
た
っ
た
一
連
の
刊
行
事
業
は
、
「
董
其
事
権
威
」
を
確

立
・
補
強
す
る
に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
①
前
掲
中
田
著
書
二
瓢
＝
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
沈
徳
符
『
万
暦
野
獲
編
』
巻
二
六
・
玩
具
「
小
二
二
刻
扁
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③
本
帖
に
刻
入
さ
れ
た
戸
〆
昌
の
蹟
に
も
「
余
溶
湯
館
師
韓
宗
伯
借
書
数
行
、
叢

　
勒
以
冠
諸
姑
。
」
と
あ
る
。

④
董
薫
製
以
平
生
所
見
真
跡
勒
成
一
十
六
巻
。
惜
刻
手
粗
悪
、
字
字
失
認
、
為
古

　
今
刻
帖
中
第
一
悪
札
。
（
王
樹
『
淳
化
秘
閣
法
帖
考
正
駄
巻
一
一
・
古
今
法
帖
考

　
「
戯
鴻
堂
粘
」
）

⑤
華
亭
露
文
晶
出
鴻
堂
帖
十
六
巻
、
賢
士
固
木
版
也
。
当
文
敏
提
学
入
楚
、
版
徴

　
斎
火
、
乃
重
器
自
署
之
石
。
文
敏
愛
甲
、
砥
石
量
器
入
善
叔
瀕
所
得
、
施
氏
揚
致

　
精
、
慮
エ
人
装
失
次
第
、
増
加
爲
録
、
其
目
有
紅
印
墨
印
こ
種
、
其
紅
印
世
尤
貴

　
之
。
叔
瀬
自
称
二
大
斎
主
人
、
所
謂
用
大
斎
本
也
。
其
後
石
従
施
描
出
、
帰
於
故

　
尚
書
王
公
餓
斎
之
家
、
尚
轡
復
為
精
揚
以
伝
。
…
…
（
王
芭
孫
『
傷
甫
未
定
藁
』

　
巻
二
五
・
題
蹟
「
題
沈
滞
戯
鴻
堂
帖
」
）

　
　
右
の
史
料
か
ら
、
『
戯
鴻
堂
法
書
輪
の
刻
石
が
施
叔
瀬
の
も
と
に
渡
っ
た
の
は
、

　
董
其
昌
の
死
後
（
「
文
敏
即
世
」
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
刻

　
石
の
所
有
者
と
な
っ
た
王
鴻
緒
（
搬
斎
は
そ
の
号
）
は
雍
正
元
年
（
一
七
二
三
）

　
に
卒
し
て
い
る
の
で
、
後
掲
の
施
叔
瀕
の
序
文
に
見
え
る
「
了
警
世
と
は
す
な
わ

　
ち
康
煕
六
年
（
一
六
六
七
）
を
指
す
で
あ
ろ
う
。

⑥
欄
戯
鴻
堂
法
省
』
（
用
大
斎
本
）
序
文
。
尚
、
本
序
文
は
、
『
叢
面
目
㎏
第
一
冊

　
（
中
華
書
局
香
港
分
局
　
一
九
八
○
）
「
戯
鴻
堂
法
書
十
六
巻
偏
に
も
収
録
さ
れ

　
て
い
る
（
二
六
九
頁
）
。

⑦
銭
謙
益
糊
列
朝
詩
集
小
伝
臨
丁
集
下
門
董
尚
書
其
贔
」

⑧
従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
は
多
い
。
福
本
雅
一

　
一
ま
ず
董
其
昌
を
殺
せ
」
（
『
愚
亭
清
初
』
〈
同
朋
舎
出
版
　
一
九
八
四
〉
、
初
出
は

　
前
掲
『
董
其
昌
の
書
画
撫
研
究
篇
）
で
は
、
多
く
の
史
料
を
用
い
、
董
其
昌
の
贋

　
作
が
横
行
し
て
い
た
こ
と
、
趙
左
、
雪
珂
、
呉
麹
、
沈
子
居
と
い
っ
た
入
物
が
藪

　
其
昌
の
替
画
の
贋
作
を
代
作
し
て
い
た
こ
と
等
を
示
し
、
「
放
恣
な
時
代
で
あ
っ

　
た
」
明
代
に
お
い
て
、
「
文
人
の
モ
ラ
ル
も
腐
敗
し
き
っ
て
」
お
り
、
「
こ
の
よ
う

　
な
風
気
の
中
で
育
っ
た
董
其
昌
は
、
代
作
は
も
ち
ろ
ん
、
贋
作
に
も
頓
着
」
せ
ず
、

　
「
要
す
る
に
彼
は
、
自
己
の
名
声
が
よ
り
拡
が
り
、
よ
り
収
入
が
増
せ
ば
よ
か
っ

　
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
（
前
掲
『
明
末
清
初
』
七
－
八
頁
）
。

⑨
嚇
叢
半
年
㎏
第
三
冊
（
中
華
書
局
香
港
分
局
一
九
八
；
「
宝
鼎
斎
法
書
六

　
巻
」
＝
一
二
二
頁
。

⑩
…
…
許
叔
重
導
松
客
以
董
氏
宝
鼎
斎
法
帖
来
僖
。
凡
六
巻
、
皆
思
照
臨
古
帖
也
。

　
（
李
日
華
『
味
水
着
日
記
㎞
巻
二
・
万
暦
三
八
年
一
〇
月
二
四
日
条
）

　
　
ま
た
、
李
日
華
は
こ
の
文
の
後
に
、
先
に
掲
げ
た
董
其
間
の
題
語
の
全
文
を
抄

　
録
し
て
い
る
。

⑪
『
叢
量
目
神
酒
三
冊
「
播
種
堂
帖
六
巻
」
＝
葦
五
－
一
二
三
六
頁
。
ま
た
本

　
賊
は
、
『
画
禅
室
随
筆
臨
巻
四
「
雑
言
上
」
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
帖
に
刻

　
入
さ
れ
た
董
其
昌
の
賊
文
の
多
く
が
、
こ
の
よ
う
に
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
容
台
別

　
集
臨
、
『
画
禅
室
随
筆
睡
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
噸
盤
台
別
集
』
、
『
画

　
禅
室
随
筆
徳
等
を
刊
行
す
る
際
に
、
法
帖
中
の
題
蹟
か
ら
も
取
材
し
て
い
る
こ
と

　
が
わ
か
る
。
本
元
の
ほ
か
、
『
戯
鴻
堂
法
書
暁
や
呉
廷
『
自
警
斎
帖
』
、
ま
た
以
下

　
の
『
書
種
堂
下
帖
臨
等
に
刻
入
さ
れ
た
蹟
文
も
同
様
で
あ
る
。

⑫
米
蕾
矧
画
史
』

⑬
前
掲
福
本
論
文
九
－
一
〇
頁
。

⑭
前
掲
福
本
論
文
～
○
頁
。

⑮
『
叢
帖
目
隔
第
三
冊
「
書
種
堂
帖
六
巻
扁
＝
＝
二
六
頁
。

⑯
隅
詩
経
臨
小
雅
・
角
弓
に
「
雨
漏
漉
漁
、
見
睨
日
消
」
と
あ
る
。
ま
た
鄭
玄
箋

　
に
よ
れ
ば
、
門
喩
小
人
錐
多
、
王
若
欲
興
善
政
、
則
天
下
聞
之
、
莫
不
日
小
入
今

　
詠
滅
　
。
」
（
欄
毛
細
鄭
箋
㎞
巻
一
五
）
と
あ
る
よ
う
に
、
「
雪
」
を
小
人
に
、

　
「
曉
」
を
王
の
善
政
に
擬
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
「
雪
」
が
劣
悪
な

　
る
偽
刻
本
、
［
睨
扁
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
た
る
『
轡
禅
堂
帖
瞼
と
し
て
解
す
こ
と
が
で

　
き
よ
う
。

⑰
『
叢
帖
目
撫
第
三
冊
「
書
種
堂
続
帖
六
巻
」
＝
西
二
頁
。
ま
た
本
蹟
は
『
容

　
台
別
集
㎞
巻
四
門
三
品
」
に
も
著
録
さ
れ
る
。
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董其昌の法帖刊行事業に見る権威確立への構想（増田）

⑱
西
名
『
民
抄
董
宙
事
実
』
。
こ
の
事
件
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
福
本
論
文
、

　
宮
崎
市
定
「
明
代
蘇
松
地
方
の
士
大
夫
と
民
衆
－
明
代
史
素
描
の
試
み
一
」

　
（
噸
史
林
』
第
三
七
巻
第
三
号
　
一
九
五
四
、
の
ち
『
宮
崎
市
定
全
集
　
一
三

　
明
』
岩
波
書
店
　
一
九
九
二
に
収
録
）
に
詳
し
い
。

⑲
『
叢
量
目
』
第
三
冊
「
書
種
堂
続
審
六
巻
」
一
二
四
二
頁
。

⑳
　
　
『
焦
目
帖
目
㎏
第
一
二
皿
潤
「
書
種
蝋
型
就
帖
ぬ
ハ
巻
」
　
一
二
四
一
頁
。

⑳
　
本
願
に
つ
い
て
は
、
筆
者
家
蔵
の
遡
来
仲
楼
法
轡
』
（
尊
経
闇
旧
誼
、
以
下

　
門
家
蔵
本
」
と
記
す
）
も
参
照
し
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

⑳
張
伯
英
噸
法
帖
提
要
』
参
照
（
『
張
伯
英
碑
粘
論
稿
臨
〈
河
北
教
育
出
版
社
　
二

　
〇
〇
轟
ハ
〉
第
甥
一
皿
懸
隔
〇
〇
頁
）
。

⑳
　
陳
継
儒
『
白
石
樵
真
梶
』
巻
一
七
・
遅
筆
に
「
蹴
泉
塩
宰
帖
」
と
し
て
収
録
さ

　
れ
て
い
る
。

⑳
　
同
様
の
こ
と
が
、
第
一
〇
巻
に
刻
入
さ
れ
た
「
燕
然
山
勘
扁
の
蹟
文
に
も
見
え

　
る
。

　
　
余
囲
米
海
岳
筆
意
書
超
然
日
明
、
鍋
石
数
年
　
。
車
糖
勒
不
精
、
不
足
観
也
。

　
　
姪
孫
彦
京
為
余
田
来
園
楼
帖
、
遂
命
重
墓
、
難
差
得
其
肉
、
然
較
之
往
刻
、
自

　
　
是
河
漢
。
壬
戌
春
仲
之
望
、
鉄
標
章
葛
藤
識
。
源
平
。

㊧
　
　
『
叢
帖
目
田
畑
三
冊
「
来
仲
書
法
轡
十
巻
」
　
一
二
四
七
頁
（
「
与
孝
廉
緋
百

　
書
」
）
。
し
か
し
、
「
家
蔵
本
〕
に
は
こ
の
尺
績
を
含
め
た
董
氏
一
族
（
董
震
・
董

　
象
恒
）
に
よ
る
重
文
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
閣
叢
黒
目
』
の
拠
っ
た

　
『
来
仲
楼
法
喜
鋤
と
「
家
蔵
本
」
と
が
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
現
段
階
に

　
お
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
「
家
蔵
本
」
が
初
版
、
『
移
座
目
』
所
収

　
本
は
、
先
の
尺
順
や
隠
文
を
追
刻
し
た
再
版
以
降
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
家
太
史
書
一
落
手
、
臨
為
人
改
換
面
目
、
管
楽
姪
毎
露
出
本
来
、
細
石
正
之
、

　
若
所
喜
界
種
書
冊
一
出
、
偽
鼎
都
廃
、
極
其
苦
心
、
草
深
耶
之
鬼
卒
不
能
尽
也
。

　
於
是
有
来
仲
楼
之
刻
、
余
兄
彿
百
為
之
護
持
、
偽
者
度
不
復
出
、
而
彦
京
姪
猶
慮

　
其
後
、
欲
余
力
有
以
禁
之
。
余
日
、
我
太
吉
方
信
手
作
佛
事
、
慧
俗
眼
上
之
入
間
、

　
何
遍
為
。
彦
京
日
、
姪
此
請
、
正
業
家
所
謂
護
法
也
。
余
日
、
是
不
可
已
、
只
須

　
其
出
而
索
諸
市
、
人
置
掩
口
而
走
耳
。
壬
戌
（
天
啓
二
年
／
一
六
二
二
）
申
秋
、

　
姪
畳
語
。
（
『
叢
長
目
㎞
第
三
冊
「
来
仲
楼
法
書
十
巻
」
｝
二
四
七
頁
）

　
家
太
史
生
平
翰
蹟
往
往
暦
仁
邸
所
溜
、
時
出
所
蔵
与
余
伯
彦
京
職
石
～
正
之
、
若

　
先
後
所
刻
両
百
種
及
今
来
仲
楼
帖
是
也
。
蓋
選
臨
池
自
由
不
自
尽
具
正
法
眼
、
則

　
謬
種
流
伝
、
或
誤
三
千
後
人
耳
。
而
贋
電
鍵
出
、
遂
使
語
誌
真
面
整
復
堕
雲
霧
中
、

　
殆
可
恨
也
。
家
団
史
已
属
彿
叢
誌
祖
為
来
仲
楼
帖
護
持
、
如
有
伍
作
山
鬼
伎
桶
者

　
必
大
創
之
、
難
霊
芝
仙
鶴
不
能
免
議
其
後
也
。
是
素
心
擁
指
戸
立
。
曾
姪
孫
象
恒

　
識
。
（
同
書
一
二
四
八
頁
）

　
　
こ
の
両
践
文
か
ら
も
、
董
其
昌
の
尺
腰
と
同
様
、
贋
作
に
対
す
る
牽
制
、
な
ら

　
び
に
『
高
麗
楼
法
書
匝
を
「
護
持
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
強
い
思
い
が
窺

　
え
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
、
鑑
賞
に
供
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
従
来
の
蹴
文
と
は
、

　
似
て
も
似
つ
か
な
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

⑳
　
…
…
近
見
呉
申
市
人
将
此
本
糊
木
板
上
、
又
重
刻
二
種
。
刻
既
濠
草
濫
悪
、
拓

　
亦
立
紙
取
立
。
積
木
易
於
連
動
、
其
工
一
日
可
拓
二
三
部
、
石
本
四
五
臼
方
拓
一

　
部
、
若
遇
陰
雨
、
即
不
可
拓
莫
。
等
価
固
自
不
同
、
四
方
大
雅
自
有
真
賞
、
恐
不

　
知
者
以
為
価
直
何
太
懸
絶
、
溜
分
真
偽
。
今
以
逐
巻
残
駁
考
証
懸
紐
於
後
、
又
以

　
五
色
二
二
記
。
隆
慶
二
年
秋
八
月
望
日
識
。
（
『
叢
帖
子
』
第
～
冊
「
淳
化
閣
帖
十

　
巻
漏
一
七
頁
）

⑳
　
井
上
進
「
書
蜂
・
轡
賢
・
池
下
」
（
『
中
華
文
人
の
生
活
』
平
凡
社
　
一
九
九

　
四
）
、
同
『
中
国
出
版
文
化
史
一
著
物
世
界
と
知
の
風
景
一
』
（
名
古
屋
大
学

　
出
版
会
　
二
〇
〇
二
）
第
一
四
章
門
書
籍
業
界
の
新
紀
元
」
参
照
。

⑲
　
第
一
巻
末
に
「
崇
禎
庚
午
重
九
、
伯
孫
庭
蔵
。
門
人
呉
泰
商
延
之
甫
墓
、
華
亭

　
顧
紹
勲
鍋
。
」
、
第
二
巻
末
に
門
屋
理
博
午
重
九
、
一
業
庭
蔵
。
門
入
選
泰
蕎
延
之

　
甫
墓
、
華
亭
沈
溺
真
鍋
。
」
と
あ
る
（
警
報
帖
目
』
第
三
冊
「
汲
古
堂
帖
六
巻
」
一

　
二
五
一
頁
）
。

⑳
　
宝
鼎
斎
予
輩
和
所
主
催
、
予
平
庭
復
刻
此
帖
、
皆
肩
峰
臨
彷
晋
唐
人
之
蹟
、
命
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之
臼
汲
古
堂
。
是
堂
不
必
実
有
、
随
帖
命
名
、
如
法
華
経
化
城
之
喩
耳
。
辛
未
子

　
月
、
其
田
日
。
　
（
『
叢
轄
目
㎞
儲
叩
一
二
冊
「
汲
編
自
膏
謀
帖
⊥
二
上
」
　
一
二
五
二
頁
）

⑳
　
本
粘
刊
行
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
明
代
後
半
期
に
お
け
る
北
方
の

　
「
書
」
の
状
況
－
山
東
の
邪
個
と
そ
の
法
帖
刊
行
を
中
心
と
し
て
一
」
を
参

　
照
さ
れ
た
い
。

⑳
　
最
近
刊
行
さ
れ
た
松
江
博
物
館
編
噸
松
江
博
物
館
蔵
鉄
漢
楼
帖
臨
（
文
物
出
版

　
社
　
二
〇
〇
七
）
に
は
、
本
籍
の
影
印
、
釈
文
と
と
も
に
墨
金
の
写
真
版
ま
で
も

　
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
掲
網
稿
「
明
代
後
半
期
に
お
け
る
北
方
の
略
書
」
の
状

　
況
－
山
東
の
邪
偶
と
そ
の
法
帖
刊
行
を
中
心
と
し
て
一
」
に
て
、
噸
来
禽
館

　
真
蹟
』
を
取
り
上
げ
て
詳
し
く
論
じ
た
。

⑭
　
こ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
漿
其
晶
専
帖
は
、
学
審
者
の
手
許
に
確
か
に
届
い
て

　
い
た
。

　
　
己
丑
（
清
・
順
治
六
年
／
一
六
四
九
）
・
甲
寅
（
同
七
年
）
、
冬
春
之
交
、
臨

　
　
玄
宰
所
擬
楊
少
洋
楽
志
論
。
此
論
刻
来
伸
楼
法
帖
中
、
筆
筆
奇
宕
、
有
生
趣
、

　
　
自
説
困
乏
用
筆
之
妙
、
総
不
外
蕊
取
及
占
得
筆
住
　
語
為
透
宗
耳
。
（
悦
後
謄

　
　
噸
悦
氏
雑
著
筆
法
』
．
賢
明
清
書
法
論
文
選
歴
上
海
書
店
出
版
社
　
～
九
九
四
、

　
　
所
収
〉
）

　
　
余
観
董
先
生
刊
帖
戯
鴻
堂
・
宝
鼎
斎
・
来
仲
楼
・
轡
種
堂
正
続
二
刻
・
鶏
鶴

　
　
館
・
孤
驚
館
・
紅
綬
軒
・
開
顕
堂
・
青
来
館
・
蕪
聖
堂
・
衆
香
堂
・
大
来
堂
・

　
　
研
上
記
十
余
種
、
又
見
受
刻
十
数
種
。
其
申
戯
鴻
・
宝
鼎
為
最
。
先
生
生
平
学

　
　
力
、
皆
在
此
両
種
内
。
（
同
前
）

　
　
至
子
出
先
生
所
刻
戯
鴻
・
宝
鼎
、
臨
難
歴
代
大
家
及
自
難
題
蹟
、
精
妙
絶
倫
。

　
　
近
三
二
掩
轡
瞬
・
停
雲
、
遠
則
距
諸
淳
化
各
種
名
帖
之
上
、
誠
主
観
也
。
（
同

　
　
前
）

　
　
し
か
し
な
が
ら
、
刊
行
さ
れ
た
当
時
、
こ
れ
ら
の
法
帖
が
如
何
に
受
容
さ
れ
た

　
の
か
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
に
お
い
て
詳
細
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た

　
い
。

⑳
　
万
暦
豊
年
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
『
五
二
組
歴
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
今
轡
名
之
振
世
者
、
南
則
藪
太
史
興
宰
、
北
則
邪
太
僕
弊
習
、
其
合
作
之
筆
往

　
　
往
前
当
古
人
。
（
垂
直
湖
凹
五
雑
組
二
面
七
）

⑱
　
楊
継
鵬
の
刊
行
し
た
『
鋼
龍
館
帖
』
（
董
其
昌
の
専
帖
）
に
付
し
た
蹟
に
、

　
　
楊
彦
沖
者
、
余
友
薄
塩
履
宮
諭
之
弟
、
庶
常
元
結
之
叔
、
善
詩
型
、
尤
好
余
書
。

　
　
常
従
余
隠
絵
真
釣
紡
並
並
、
所
得
余
行
楷
竪
米
、
壮
時
有
纂
本
、
且
十
巻
　
。

　
　
余
既
入
長
安
、
而
彦
沖
尽
以
入
石
、
念
余
書
多
贋
本
、
又
瀬
役
手
腕
、
以
此
為

　
　
馬
文
淵
銅
馬
之
式
、
命
之
B
銅
龍
明
細
云
。
養
其
昌
識
。
（
『
叢
帖
雪
輪
第
三
柵

　
　
「
銅
龍
館
帖
六
巻
」
＝
一
六
〇
1
＝
　
六
一
頁
）

　
と
あ
る
。
第
一
巻
所
収
の
「
陰
符
経
」
に
天
啓
二
年
（
一
六
二
二
）
の
竪
文
が
刻

　
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

　
る
（
同
書
＝
一
五
八
頁
）
。

⑳
　
陳
鍾
昌
に
つ
い
て
は
、
崇
禎
一
撃
県
志
下
に
も
そ
の
名
が
見
え
ず
、
現
段
階
で

　
は
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
前
掲
圧
慶
正
論
文
、
黄
惇
欝
欝
と
も
に
、
彼
の

　
こ
と
を
董
其
昌
の
姻
戚
と
す
る
が
、
関
連
史
料
を
提
示
し
な
い
。
因
み
に
、
董
其

　
昌
は
こ
の
陳
鍾
昌
を
、
以
下
の
導
く
「
音
階
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　
右
米
元
章
行
楷
陰
符
経
、
世
無
別
刻
。
惟
晋
陵
唐
君
勲
有
宋
楊
。
船
梁
陳
鎌
卜

　
　
纂
之
螢
石
。
（
隅
容
台
朋
集
』
巻
四
「
書
品
」
）

⑳
　
　
『
叢
番
目
』
第
三
冊
「
鰭
鶴
館
帖
四
巻
」
一
二
二
八
頁
。

⑲
　
　
上
申
帖
目
弾
に
は
本
帖
の
刊
行
年
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
万
暦
四
七
年

　
（
一
六
一
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
紅
綬
軒
法
帖
㎞
の
横
文
に
、
「
此
燭
明
玄
闇
第

　
三
刻
也
。
」
（
噸
叢
量
目
』
第
三
冊
「
紅
綬
軒
法
帖
四
巻
」
～
ニ
ニ
九
頁
）
と
あ
り
、

　
ま
た
天
啓
四
年
（
一
六
二
四
）
の
『
延
清
堂
帖
㎏
の
申
文
に
、
「
…
…
先
有
鶴
鶴

　
館
…
・
剣
A
口
斎
∵
紅
綬
軒
難
醸
刻
。
」
（
罰
液
帖
目
』
飾
弟
三
冊
「
延
清
堂
帖
六
巻
」
　
一
一
一

　
三
二
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
魍
鵜
鶴
館
帖
瞼
の
次
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え

　
ら
れ
る
。
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董其昌の法帖刊行事業に見る権威確立への構想（増田）

⑳
　
董
其
昌
と
の
交
流
関
係
は
『
容
台
文
集
』
や
『
演
台
別
集
』
等
に
よ
り
あ
る
程

　
度
跡
づ
け
ら
れ
る
が
、
陳
鋸
昌
が
蘇
州
で
如
何
な
る
人
物
と
如
何
な
る
交
流
を
図

　
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
蘇
州
人
で
あ
る
彼
の
董
黒
鍵
専
轄
が
蘇
州
に
お
い
て
如
何

　
な
る
評
価
を
得
て
い
た
の
か
、
等
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
不
明
で
あ
る
。
非
常

　
に
難
し
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

⑪
　
こ
の
点
を
論
じ
た
研
究
は
枚
挙
に
邊
が
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
傅
申
「
明
清
の

　
香
派
－
松
江
派
、
藪
派
お
よ
び
そ
の
他
の
書
家
」
（
哩
欧
米
収
蔵
中
国
法
書
名
蹟

　
集
』
明
清
篇
第
二
巻
　
中
央
公
論
社
　
一
九
八
三
）
を
挙
げ
て
お
く
。
ま
た
、
前

　
掲
宮
崎
論
文
に
も
、
「
…
…
蘇
州
に
接
近
し
、
蘇
州
文
化
の
影
響
の
下
に
成
立
し

　
た
松
江
は
、
元
代
か
ら
漸
く
盛
ん
と
な
っ
た
木
綿
工
業
を
基
盤
と
し
て
擁
翻
し
、

　
蘇
州
と
は
少
し
く
違
っ
た
気
風
を
造
り
上
げ
て
、
蘇
州
と
覇
を
争
お
う
と
す
る
傾

　
向
に
あ
っ
た
…
…
。
こ
れ
を
最
も
よ
く
表
わ
す
の
が
、
書
道
の
盛
衰
で
、
蘇
州
の

　
書
家
は
祝
解
明
以
後
あ
ま
り
振
わ
ず
、
明
末
に
な
っ
て
松
江
に
藍
其
昌
が
現
わ
れ

　
て
覇
権
は
松
江
に
移
っ
た
観
が
あ
っ
た
。
扁
と
あ
る
（
前
掲
『
宮
崎
市
定
全
集

　
一
三
　
明
㎞
　
一
九
頁
）
。

⑫
　
胴
震
黒
川
繭
團
文
集
腰
巻
一
六
・
題
蹟
「
題
両
趙
暫
野
冊
扁

⑬
　
父
子
書
家
、
自
二
王
後
有
欧
陽
詞
・
欧
陽
通
、
調
号
之
・
徐
浩
、
本
朝
則
吾
郡

　
莫
方
伯
与
其
長
公
廷
韓
耳
。
余
業
方
響
思
掛
廷
韓
、
毎
論
賛
家
並
書
、
吾
師
則
応

　
薬
入
矩
、
審
諮
回
合
、
似
正
反
奇
、
超
俗
要
旨
。
難
中
則
風
流
鉄
宕
、
俊
爽
多
姿
、

　
醍
醸
諸
家
、
匠
心
墨
妙
。
廷
韓
如
五
陵
豪
侠
、
宝
剣
金
丸
、
意
気
自
喜
。
吾
師
則

　
似
温
伯
雪
子
、
正
容
対
客
、
望
之
費
消
。
廷
韓
游
道
既
広
、
鑑
賞
様
様
無
不
編
歴
。

　
吾
師
人
地
高
華
、
知
希
為
貴
、
罪
人
之
外
、
一
歩
不
幸
。
故
当
時
知
廷
韓
者
有
過

　
父
之
目
、
然
吾
師
以
骨
、
廷
韓
以
態
、
吾
師
自
能
結
構
、
廷
韓
結
字
多
出
前
人
名

　
蹟
、
此
為
甲
乙
、
真
如
義
献
耳
。
猶
憶
吾
師
崇
蘭
館
集
成
、
是
時
作
者
甚
衆
、
吾

　
師
独
以
機
序
属
余
、
時
事
諸
生
、
遜
不
遇
応
、
至
今
猶
塊
延
陵
之
剣
、
乃
書
翰
小

　
道
何
足
為
師
門
知
己
効
也
。
厳
君
命
毛
索
蹟
語
、
漫
以
此
応
之
。
董
其
昌
書
。

　
（
『
叢
粘
目
㎞
第
三
冊
「
崇
蘭
館
帖
六
巻
」
＝
一
＝
頁
。
ま
た
、
本
荘
は
『
容

　
台
文
集
』
巻
三
・
題
詞
に
「
崇
蘭
轄
題
詞
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
）

⑭
『
叢
帖
目
睡
第
三
冊
「
崇
蘭
病
癖
六
巻
」
ご
二
〇
一
一
二
＝
頁
。
ま
た
、

　
本
国
は
、
『
白
石
樵
真
稿
中
巻
一
七
・
蹟
帖
に
「
蹟
崇
薦
館
帖
」
と
し
て
収
録
さ

　
れ
て
い
る
。
尚
、
『
叢
雲
目
』
に
見
え
る
明
ら
か
な
誤
字
は
後
者
に
従
っ
て
改
め

　
た
。

⑮
　
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
業
事
五
年
（
一
六
一
ニ
ニ
）
に
松
江
華
亭
の
将
軍
誠
に
よ

　
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
鉄
漢
楼
帖
幅
（
張
弼
の
専
意
、
全
一
〇
巻
）
に
も
垣
間
見
え

　
る
。
以
下
は
陳
継
儒
の
蹟
文
で
あ
る
。

　
　
吾
松
書
苑
推
測
仲
温
・
陳
文
東
二
～
沈
学
士
、
自
東
海
張
先
生
出
而
声
価
過
之
。

　
　
其
轡
本
圃
芝
・
旭
、
出
入
素
師
恩
不
離
二
王
法
度
、
識
者
比
軽
羅
華
三
峯
、
黄

　
　
河
九
臨
、
非
虚
語
也
。
当
時
品
格
厳
重
、
即
上
衰
中
貴
人
求
之
、
不
能
得
一
字
、

　
　
今
五
世
孫
盤
領
、
六
世
羅
安
磐
・
安
泰
・
安
豫
、
本
図
孫
世
基
、
出
其
家
蔵
及

　
　
散
見
人
間
者
、
合
磯
之
日
鉄
漢
楼
帖
。
公
為
南
安
守
肥
張
九
紫
・
劉
安
世
・
李

　
　
網
諸
公
於
鉄
菱
楼
、
公
亦
可
以
配
享
無
塊
云
。
後
学
陳
音
量
謹
題
。
（
噌
叢
帖

　
　
目
羽
隠
四
冊
〈
申
華
書
局
香
港
分
局
　
一
九
八
六
〉
「
製
織
楼
帖
十
巻
偏
一
六

　
　
四
九
頁
。
ま
た
、
本
革
は
『
白
石
樵
真
稿
隔
巻
一
七
・
蹟
帖
に
「
践
張
東
海
鉄

　
　
漢
楼
観
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
）

⑯
　
董
其
昌
『
画
禅
室
随
筆
騙
巻
一
「
評
法
書
」
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四
　
徽
州
人
の
法
帖
刊
行
に
見
る
董
其
昌
の
影
響

26　（808）

　
董
其
昌
に
よ
る
法
帖
刊
行
が
盛
ん
に
な
る
万
暦
年
間
後
半
期
以
降
、
そ
れ
ま
で
蘇
州
人
の
影
響
下
に
あ
っ
た
集
帖
（
分
類
B
－
－
）
の
刊
行

に
も
、
董
其
昌
の
影
響
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
章
第
一
節
で
述
べ
た
董
其
昌
自
身
に
よ
る
『
戯
鴻
堂
法
書
』
の
刊
行
は
勿
論

の
こ
と
、
本
章
で
論
じ
る
遠
州
人
ら
の
法
帖
刊
行
も
ま
た
、
彼
と
の
関
係
の
中
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
万
暦
年
間
の
野
州
で
は
、
程
大
約

『
程
氏
墨
聖
画
、
方
子
魯
『
方
氏
墨
譜
』
、
黄
鳳
池
『
唐
氏
画
譜
扇
と
い
っ
た
芸
術
関
係
の
出
版
物
が
相
継
い
で
刊
行
さ
れ
始
め
る
が
、
書
蹟
を

集
刻
し
た
こ
の
法
帖
も
ま
た
同
様
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
徽
州
商
人
は
当
時
、
江
南
地
方
を
中
心
に
様
々
な
商
業
活
動
を
展
開
し
、
蘇
州
の
商
業
的
繁
栄
に
も
一
役
買
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

粗
末
清
初
期
の
江
南
で
隆
盛
を
迎
え
た
書
画
骨
董
ブ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
「
文
化
の
飛
脚
」
と
し
て
活
躍
し
、
文
人
や
収
蔵
家
ら
と
幅
広
く
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

交
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
当
時
の
芸
術
市
場
に
お
け
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
徽
州
人
ら
と
董
其
昌
と
の
交
流
は
誠
に
緊
密
で
あ
り
、
「
董
其
昌
権
威
」
の
確
立
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
存
在
で
も
あ

　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
た
。
董
其
事
と
関
係
し
た
徽
州
人
の
代
表
格
は
鍬
県
の
呉
廷
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
の
が
、
明
代
の
名
宝
と
し
て
名
高
い

『
余
清
斎
帖
』
正
続
二
四
巻
で
あ
る
。
こ
の
法
帖
の
刊
行
は
、
万
暦
二
六
年
（
一
五
九
八
）
と
同
三
七
年
か
ら
四
二
年
（
一
六
〇
九
1
～
六
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

四
）
ま
で
の
前
後
二
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
、
徽
州
の
収
蔵
家
と
し
て
名
を
馳
せ
た
呉
廷
所
蔵
の
名
品
が
次
々
と
刻
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
王

裁
之
「
十
七
帖
」
・
「
蘭
亭
序
（
街
々
界
奴
本
）
」
・
「
瀬
音
経
」
、
虞
世
南
「
盛
時
帖
」
、
顔
真
卿
「
二
念
稿
」
と
い
っ
た
車
輿
の
法
帖
は
、
現
在
に

お
い
て
も
評
価
が
高
い
。
そ
の
幕
勒
を
行
っ
た
の
が
、
呉
廷
の
友
人
で
あ
っ
た
同
じ
く
徽
州
獄
県
の
楊
明
時
で
あ
る
。
彼
は
詩
書
画
を
よ
く
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ま
た
鑑
識
に
精
通
し
て
、
特
に
古
帖
の
臨
纂
に
長
じ
て
い
た
と
い
う
。

　
で
は
、
『
余
清
斎
帖
』
の
刊
行
に
董
其
昌
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
本
帖
の
帖
首
を
飾
る
べ
く
、
董
其
昌
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

よ
る
「
余
響
斎
」
の
三
大
字
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
帖
中
に
も
要
言
、
楊
即
時
の
平
文
と
と
も
に
、
董
其
昌
の
一
〇
を
超
え
る
単
文
が
刻
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⑨

入
さ
れ
て
い
る
。
試
み
に
そ
れ
ら
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
王
義
之
「
黄
無
二
」
、
同
「
行
穣
帖
」
、
同
「
東
方
朔
画
賛
」
、
同
「
胡
画
帖
」
、
王
献

之
「
中
秋
帖
」
、
同
「
蘭
草
隠
」
、
王
殉
「
伯
遠
帖
」
、
謝
安
「
八
月
五
日
帖
」
、
智
永
「
帰
田
賦
」
、
二
世
南
「
積
時
帖
」
、
孫
過
庭
「
千
字
文
」
、

米
帯
「
製
紙
帖
」
と
、
本
帖
に
収
め
ら
れ
た
全
二
六
帖
の
う
ち
、
そ
の
ほ
ぼ
半
数
に
相
当
す
る
＝
一
帖
に
董
堕
胎
の
半
文
が
付
刻
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
更
に
は
、
王
義
之
「
黄
庭
藤
」
に
付
さ
れ
た
彼
の
万
暦
二
六
年
（
～
五
九
八
）
の
蹟
文
に
、

　
　
呉
用
卿
、
此
の
巻
を
得
た
る
に
、
余
、
乍
ち
三
四
行
を
麗
し
、
即
ち
に
定
め
て
唐
人
の
臨
せ
し
右
軍
と
為
す
。
既
に
閲
し
寛
う
る
に
、
中
間
に
淵
字
に
於

　
　
い
て
、
皆
な
鉄
筆
有
り
。
蓋
し
高
祖
、
誰
は
淵
な
れ
ば
、
故
に
虞
楮
諸
公
、
敢
え
て
触
れ
ざ
る
の
み
な
ら
ん
。
小
字
は
寛
画
し
て
余
り
有
る
に
難
く
、
又

　
　
た
蒲
散
古
墨
を
以
て
貴
し
と
為
せ
ば
、
顧
う
に
世
人
の
知
る
者
絶
だ
少
な
か
ら
ん
。
能
く
此
の
巻
に
於
い
て
細
外
せ
ば
、
当
に
吾
が
醤
の
謬
ら
ざ
る
を
知

　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
る
べ
き
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
霜
寒
帖
」
は
董
其
昌
の
平
定
を
経
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
『
余
書
斎
帖
』
の
刊
行
に
は
、
董
其
昌
が
深
く

関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
明
代
屈
指
の
集
帖
と
評
さ
れ
る
本
帖
は
、
松
江
の
起
案
昌
と
芸
州
人
の
連
携
に
よ
っ
て
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

法
帖
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
刻
入
さ
れ
た
名
品
の
素
晴
ら
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
董
其
昌
の
強
力
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
得
た
『
余
清

斎
帖
』
は
、
刊
行
者
で
あ
る
呉
廷
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
誇
る
べ
き
法
帖
と
な
っ
た
。

　
　
十
七
粘
、
逸
少
の
致
て
佳
た
る
の
書
為
り
、
唐
草
り
以
来
、
愛
重
せ
ざ
る
者
無
し
。
故
に
刻
本
甚
だ
多
く
、
詑
り
て
以
て
説
り
を
伝
え
、
漸
く
悪
道
に
堕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
ち
、
而
し
て
佳
本
独
り
少
な
し
。
叢
れ
解
光
畏
の
双
鉤
、
楮
河
南
の
校
定
な
れ
ば
、
当
に
天
下
の
十
七
帖
の
第
…
、
法
書
中
の
至
宝
為
る
べ
き
な
り
。
今
、

　
　
之
を
秘
府
に
入
れ
ば
、
因
り
て
墓
勒
上
石
し
て
、
以
て
同
妊
に
公
に
せ
ん
と
云
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

こ
れ
は
王
義
之
「
十
七
帖
」
に
付
さ
れ
た
呉
廷
の
訳
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
、
彼
の
『
余
清
斎
帖
』
刊
行
へ
の
誇
持
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
崇
禎
年
間
に
は
、
碧
雲
と
同
じ
く
徽
州
響
岩
の
呉
禎
に
よ
っ
て
『
清
鑑
堂
帖
』
全
一
〇
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
刊
行
事
業
は
崇
禎
元
年

（
一
六
一
天
）
に
始
ま
り
、
董
其
昔
の
死
後
一
年
た
っ
た
同
一
〇
年
（
一
六
三
七
）
に
漸
く
完
成
を
見
た
。
呉
音
は
ま
た
、
撫
付
昌
の
『
戯
鴻
堂

法
書
』
の
錆
刻
を
行
っ
た
こ
と
で
も
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
法
帖
は
、
歴
代
の
名
蹟
を
集
煙
し
た
集
帖
（
分
類
B
1
1
）
で
あ
る
が
、
そ
27　（809）



の
第
八
巻
に
は
垂
紐
昌
の
書
し
た
「
許
氏
宜
人
無
記
」
、
「
墨
禅
軒
説
」
が
、
第
九
巻
に
は
踏
継
儒
の
「
呉
氏
修
墓
記
」
、
「
徳
求
位
記
」
が
、
そ

し
て
第
一
〇
巻
に
は
節
分
儒
の
「
贈
呉
周
生
叙
」
お
よ
び
呉
槙
の
「
紀
夢
」
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
呉
槙
を
は
じ
め
、
刊
行
に
直
接
参
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
た
注
貰
年
、
所
蔵
の
斜
子
南
「
汝
南
公
主
墓
誌
」
や
懐
素
「
軍
門
帖
」
を
貸
し
与
え
た
露
華
、
崇
禎
七
年
（
ニ
ハ
一
二
四
）
に
進
士
及
第
を
果

た
し
た
凌
世
詔
と
い
っ
た
平
信
人
諸
氏
の
践
文
と
と
も
に
、
董
隆
昌
、
陳
継
儒
、
莫
是
龍
ら
松
江
華
亭
の
人
々
に
よ
る
蹟
文
も
多
く
付
刻
さ
れ

　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

て
い
る
。
更
に
は
、
先
の
『
血
清
斎
帖
』
と
同
様
、
董
連
繋
が
刻
呈
す
る
書
蹟
の
鑑
定
を
行
い
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、

　
　
澄
清
堂
帖
、
承
平
の
間
に
刻
さ
る
。
之
を
東
観
余
論
及
び
格
古
等
の
書
に
孜
う
る
も
、
倶
に
未
だ
之
を
詳
書
せ
ず
。
是
れ
知
聞
す
ら
且
つ
未
だ
尽
く
さ
ず
、

　
　
況
や
見
し
者
を
や
。
此
の
帖
、
甚
大
宗
伯
に
伝
わ
る
に
、
授
受
に
緒
有
り
、
真
に
希
世
の
奇
珍
、
臨
池
の
宝
筏
な
り
。
周
生
、
公
女
翁
の
命
に
従
い
、
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
手
を
募
り
て
之
を
石
に
勒
し
、
其
の
鉤
纂
孜
勘
は
、
余
、
其
の
労
を
分
任
す
。

と
、
第
二
・
三
巻
の
両
極
に
わ
た
っ
て
刻
さ
れ
た
か
の
「
澄
清
堂
帖
」
に
付
し
た
蹟
文
に
お
い
て
注
宗
魯
が
明
確
に
述
べ
る
よ
う
に
、
董
二
軍

の
「
命
」
に
よ
っ
て
、
「
澄
清
堂
帖
」
が
『
清
鑑
翌
翌
』
中
に
刻
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
本
塗
は
、
董
其
昌
を
肝
煎
り

と
し
、
多
く
の
徽
州
人
た
ち
の
連
繋
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
法
帖
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
董
其
昌
と
豪
州
人
の

「
書
」
を
介
し
た
結
び
つ
き
は
非
常
に
緊
密
で
あ
り
、
ま
た
、
康
煕
噸
敷
断
崖
』
巻
一
〇
・
人
物
「
流
寓
」
に
も
、

　
　
董
其
昌
、
…
…
豊
渓
に
至
り
て
、
余
清
斎
に
宿
る
こ
と
最
も
久
し
。
又
た
呉
槙
の
家
に
主
た
り
て
、
為
に
墨
髭
軒
説
を
作
る
。
槙
、
清
鑑
白
骨
を
勒
す
る

　
　
に
、
皆
な
董
、
之
が
蹟
を
為
す
。
今
に
至
る
ま
で
、
血
清
・
清
鑑
の
二
帖
、
尤
も
海
内
の
推
す
所
と
為
る
。

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
款
県
に
「
流
寓
」
し
た
名
士
が
名
を
列
ね
る
中
、
董
其
昌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刊
行
に
携
わ
っ
た
『
余
清
斎
帖
』
と

『
清
鑑
堂
帖
』
が
特
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
徽
州
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
歴
代
の
平
年
の
ほ
か
に
、
明
人
の
歯
面
（
分
類
C
1
1
）
も
ま
た
董
其
昌
と
の
関
係
の
中
で
生
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

天
啓
四
年
（
一
六
～
西
）
に
、
若
州
休
寧
の
程
斉
に
よ
り
『
激
観
堂
帖
』
全
六
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
本
帖
は
明
人
の
書
蹟
を
集
刻
し
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

あ
る
が
、
中
で
も
董
其
昌
の
書
蹟
が
突
出
し
て
多
く
、
そ
の
ほ
か
に
は
沈
度
、
沈
案
、
張
弼
、
徐
階
、
孫
克
弘
、
薦
時
可
、
早
々
儒
と
い
っ
た

28　（810）
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松
江
華
亭
出
身
者
の
書
蹟
が
並
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
帖
は
「
明
人
」
の
集
帖
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
董
其
昌
を
中
心
と
す
る
「
雲
間

派
」
の
集
帖
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
董
其
晶
と
親
交
を
結
ん
だ
志
州
人
に
よ
っ
て
、
「
雲
間
派
」
を
特
集
し
た
法
帖
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
筆
者
は
こ
こ
に
お
い
て
、
信
管
一
族
ら
蘇
州
文
人
主
導
の
法
帖
刊
行
事
業
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
、
董
昌
昌
に
よ
る
新
た
な
刊
行
事
業
の
広
が

り
を
見
る
。
自
ら
権
威
づ
け
た
自
身
の
書
蹟
は
、
前
章
で
述
べ
た
如
く
、
専
帖
と
し
て
長
き
に
わ
た
り
自
ら
の
一
族
に
刊
行
さ
せ
、
そ
し
て
歴

代
の
書
蹟
は
、
当
時
の
芸
術
市
場
に
お
い
て
次
々
と
名
品
を
買
い
漁
っ
て
い
た
徽
州
人
と
手
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
に
刊
行
を
続
け
さ

せ
た
。
す
な
わ
ち
、
世
を
疑
っ
た
董
其
昌
の
法
帖
刊
行
事
業
と
は
、
実
に
計
画
的
・
戦
略
的
な
構
想
の
も
と
に
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

①
宮
崎
市
定
「
明
清
時
代
の
蘇
州
と
軽
工
業
の
発
達
」
（
『
東
方
学
㎞
第
二
輯
一

　
九
五
一
、
の
ち
明
宮
崎
市
定
全
集
　
ニ
ニ
　
明
㎞
に
収
録
）

②
中
砂
明
徳
噸
江
南
一
中
国
文
雅
の
源
流
⊥
（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
ニ
五

　
〇
　
二
〇
〇
二
）
六
一
…
六
四
頁
。

③
井
上
充
幸
「
徽
州
商
人
と
明
末
清
初
の
芸
術
市
場
一
呉
其
貞
心
書
麺
記
臨
を

　
中
心
に
一
」
（
『
史
林
』
第
八
七
巻
第
四
号
　
二
〇
〇
陽
）
、
同
門
姜
砂
書
と
王

　
混
血
－
糊
韻
石
盤
筆
談
㎞
に
見
る
明
末
清
初
の
芸
術
市
場
と
徽
州
商
人
の
活
動

　
1
」
（
曙
東
洋
史
研
究
㎞
静
弟
山
ハ
M
幽
巻
第
四
号
　一一

Z
〇
山
ハ
）
参
昭
…
σ

④
圧
世
清
「
董
其
昌
和
余
清
斎
」
（
『
朶
雲
』
一
九
九
三
年
第
三
期
目
、
同
「
董
其

　
昌
的
交
游
」
（
前
掲
§
馬
9
ミ
黛
壁
駄
§
馬
武
9
ザ
簿
貯
、
N
ぴ
q
嵩
軌
軌
－
N
融
q
§
N
ミ
ミ

　
自
）
、
前
掲
中
砂
著
書
、
前
掲
井
上
充
幸
論
文
「
姜
愚
書
と
王
越
石
一
『
韻
石

　
斎
筆
談
㎞
に
見
る
明
末
清
初
の
芸
術
市
場
と
徽
州
商
人
の
活
動
一
扁
等
参
照
。

　
ま
た
中
砂
氏
は
、
「
藪
其
昌
の
登
場
の
前
提
に
は
、
南
に
お
け
る
美
術
市
場
の
成

　
熟
が
あ
っ
た
。
コ
ピ
ー
が
多
く
生
産
さ
れ
、
カ
タ
ロ
グ
文
化
の
定
着
に
よ
り
美
術

　
作
品
の
享
受
層
が
広
が
っ
た
こ
と
、
新
安
人
や
項
元
沐
の
よ
う
な
従
来
の
定
義
で

　
は
「
賞
鑑
家
」
失
格
の
聾
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
董

　
其
晶
自
身
が
そ
う
し
た
景
況
を
よ
く
掘
歯
し
て
、
新
安
人
呉
廷
や
山
人
陳
継
儒
の

　
力
を
も
借
り
な
が
ら
、
自
ら
の
商
標
を
確
立
し
て
い
っ
た
…
…
。
雅
の
文
化
の
定

　
着
に
は
、
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
と
指
摘

　
し
て
い
る
（
前
掲
書
二
一
四
頁
）
。

⑤
呉
廷
に
つ
い
て
は
、
馬
書
面
「
難
癖
斎
主
人
呉
廷
与
錦
衣
劉
承
禧
i
晩
明
二

　
轡
画
収
蔵
家
伝
略
」
（
『
明
人
文
集
与
明
代
研
究
』
中
国
明
代
研
究
学
会
　
二
〇
〇

　
一
）
、
同
門
明
代
文
物
大
質
呉
廷
事
略
扁
（
『
故
宮
学
術
季
刊
』
第
二
三
巻
第
一
期

　
二
〇
〇
五
）
等
に
詳
し
い
。

⑥
前
掲
中
田
著
書
二
二
六
－
二
二
七
頁
参
照
。

⑦
濡
染
賞
鑑
、
為
呉
景
伯
・
用
事
兄
弟
所
知
、
拉
入
都
門
。
呉
兄
弟
亦
負
博
雅
名
、

　
不
棄
錐
孤
猫
、
独
与
測
深
、
物
物
越
其
鑑
定
、
一
時
名
喋
都
下
。
（
『
通
志
㎞
巻
一

　
九
・
伝
心
九
「
文
芸
」
）

　
　
黒
雲
符
も
ま
た
、
彼
の
技
術
を
評
価
し
て
い
る
。

　
　
近
日
新
安
大
域
呉
江
村
名
選
者
、
刻
余
事
心
馳
、
入
極
蓋
置
、
脚
継
友
楊
不
器
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手
筆
、
梢
得
古
入
選
意
。
（
沈
徳
符
『
万
暦
野
糞
編
』
巻
二
六
・
玩
具
「
小
指

　
　
墨
刻
」
）

⑧
影
印
本
（
『
余
語
漏
帖
』
〈
全
八
冊
書
学
院
出
版
単
一
九
八
；
、
『
余
清
斎

　
法
帖
』
〈
全
三
冊
　
北
京
古
籍
出
版
社
　
二
〇
〇
三
〉
）
参
照
。
ま
た
、
以
下
の
本

　
轄
に
つ
い
て
の
考
察
、
お
よ
び
引
用
の
賊
文
は
す
べ
て
、
先
の
両
種
の
影
印
本
な

　
ら
び
に
山
本
寛
山
旧
蔵
本
を
参
照
し
た
。

⑨
こ
の
「
黄
糊
目
」
の
蹟
文
（
二
文
あ
り
）
は
、
一
軍
庭
経
」
の
直
後
に
連
続
し

　
て
刻
さ
れ
た
「
霜
寒
晒
」
の
後
に
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
霜
寒
山
扁
の
蹟
文
と

　
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
前
掲
馬
整
磁
論
文
「
明
代
文
物
大
黒
呉
有
事
略
」
四
〇
二

　
頁
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
「
黄
庭

　
経
」
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑩
本
塁
文
は
ま
た
、
隅
容
台
別
集
睡
巻
五
「
書
品
」
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑧
ま
た
、
王
義
之
「
行
路
帖
」
の
譲
文
に
、
遍
羅
披
所
謂
君
家
暴
行
十
三
字
、
気

　
圧
郷
侯
三
万
籔
者
、
此
帖
是
耶
。
満
席
昌
審
定
井
題
。
」
と
あ
り
、
孫
過
庭
「
千

　
字
文
」
の
羅
文
に
も
、
「
此
孫
過
庭
真
蹟
也
。
観
其
結
字
、
骨
董
漢
愚
臣
法
。
」
と

　
あ
る
。

⑫
更
に
い
え
ば
、
本
帖
の
刊
行
に
は
そ
れ
ま
で
の
法
帖
刊
行
を
主
導
し
て
き
た
蘇

　
馬
入
の
影
響
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
顔
真
卿
「
漆
漉
遠
封
冊
に
王
臣
登
に
よ
る
蹟

　
文
が
見
え
る
の
み
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
蹟
文
か
ら
は
彼
が
甲
州
に
お
け
る
実
際
の

　
刊
行
事
業
に
関
わ
っ
た
形
跡
は
窺
え
な
い
。

⑬
こ
の
よ
う
な
呉
廷
の
意
識
は
、
以
下
に
列
挙
す
る
他
の
蹟
文
に
お
い
て
も
見
ら

　
れ
る
。

　
　
余
余
清
斎
所
蔵
孫
過
庭
慶
礼
草
書
千
文
、
用
筆
純
熟
、
如
綿
褻
鉄
、
自
初
至
末
、

　
　
不
露
鋒
芒
、
真
得
右
軍
三
昧
。
…
…
余
日
獲
此
、
黒
部
不
疾
、
因
属
名
手
勒
之

　
　
愉
悦
、
欲
広
其
伝
以
公
同
好
。
（
孫
過
庭
「
千
字
文
」
）

　
　
蘇
長
公
赤
壁
賦
、
伝
人
間
甚
多
、
独
此
巻
為
最
、
真
得
意
之
筆
。
余
曽
子
長
安

　
　
見
之
、
欲
得
未
能
。
聖
旨
帰
十
二
載
、
型
崩
都
門
、
季
弟
国
旦
不
知
従
何
得
此

　
　
入
石
。
…
…
余
不
滋
藤
、
情
良
工
左
氏
票
石
。
（
蘇
賦
「
赤
壁
賦
」
）

　
　
余
自
癸
未
入
都
、
見
稿
兵
部
泰
峯
蔵
顔
魯
公
明
遠
帖
、
同
時
股
司
隷
祭
佳
帖
、

　
　
廿
年
後
、
皆
為
余
清
斎
所
有
。
祭
僅
之
艸
、
明
鞍
櫃
真
、
筆
勢
逼
勤
、
其
運
腕

　
　
皆
有
転
石
抜
山
之
力
、
可
称
二
絶
。
隅
石
広
伝
、
学
轡
者
従
此
入
門
、
思
過
半

　
　
夷
。
（
顔
真
卿
「
二
言
遠
帖
」
）

⑭
第
四
巻
所
収
の
虞
世
南
「
汝
南
公
主
墓
誌
」
に
付
刻
さ
れ
た
程
伸
の
蹟
文
に
、

　
「
呉
周
生
耳
而
慕
之
、
願
胃
石
以
永
其
伝
。
」
（
『
叢
帖
経
輪
第
一
冊
「
清
鑑
堂
帖

　
十
巻
」
三
三
七
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
、
第
五
巻
所
収
の
懐
三
門
苦
菜
帖
」
に
付
刻

　
さ
れ
た
呉
槙
自
ら
の
金
文
に
、
「
甲
張
春
、
得
観
休
道
人
（
下
伸
）
所
蔵
苦
筍
真

　
蹟
、
可
畑
島
自
然
之
妙
、
借
入
我
清
鑑
堂
上
中
、
何
止
一
奇
峯
也
。
」
（
同
書
三
三

　
九
頁
）
と
あ
る
。

⑮
　
　
『
叢
結
目
㎞
第
一
冊
「
清
鑑
堂
帖
十
巻
」
三
二
六
－
三
四
〇
頁
参
照
。

⑯
第
五
巻
の
杜
甫
「
軽
車
元
皇
帝
廟
詩
」
に
付
さ
れ
た
董
釜
山
の
賊
文
に
、
「
以

　
是
杜
詩
、
即
下
之
請
書
、
実
類
徐
浩
法
。
察
君
護
亦
近
之
、
但
十
得
五
六
耳
。
其

　
昌
為
周
生
瀬
鑑
定
。
」
（
『
叢
黒
鍬
㎞
第
一
冊
「
清
鑑
堂
帖
十
巻
」
三
三
九
頁
）
と

　
あ
る
。

⑰
『
叢
生
目
引
第
一
冊
「
清
鑑
聡
警
十
巻
剥
製
二
六
頁
。
ま
た
、
こ
の
欄
清
鑑
堂

　
帖
瞼
に
刻
さ
れ
た
「
澄
清
堂
帖
」
は
、
そ
の
影
印
本
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
「
澄

　
清
堂
帖
」
の
内
容
は
も
と
よ
り
、
本
絨
文
を
含
む
諸
氏
の
蹟
文
や
尺
蹟
を
確
認
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
（
『
清
鑑
堂
本
澄
清
堂
帖
』
〈
上
下
冊
　
玄
美
社
　
一
九
八
五
…

　
一
九
八
六
〉
）
。

⑱
噸
叢
帖
目
』
は
、
「
程
斉
、
字
盤
獅
、
安
徽
休
寧
人
。
善
籔
刻
、
有
稽
古
斎
印

　
鑑
二
巻
。
」
と
記
す
が
（
『
叢
帖
目
』
第
三
冊
「
憶
説
堂
帖
六
巻
」
九
七
〇
頁
）
、

　
康
煕
『
露
華
県
志
』
に
は
、
「
程
尚
賢
、
字
聖
賢
、
蜷
軍
人
。
善
属
文
、
善
書
、

　
手
藥
鍾
王
墨
跡
幾
逓
。
嘗
彙
集
皇
明
正
書
自
洪
武
至
鴬
遷
六
十
余
入
及
古
今
書
法

　
論
、
行
誤
読
。
」
（
康
煕
『
薫
蒸
県
志
㎞
巻
六
・
人
物
「
風
雅
」
）
と
あ
る
。
こ
の

　
「
程
斉
」
と
門
程
尚
賢
」
が
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
は
現
段
階
で
明
ら
か
で
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は
な
い
が
、
『
澱
観
堂
帖
臨
に
刻
入
さ
れ
た
陳
継
儒
の
蹟
文
に
、
門
程
聖
耐
久
翔
翰

墨
、
結
集
旦
ハ
中
研
醐
家
正
書
士
石
。
」
（
『
叢
素
目
㎞
飾
弟
三
皿
塀
門
島
…
観
堂
一
帖
⊥
ハ
巻
」
九

六
九
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
一
入
物
の
可
能
性
が
あ
り
、
再
考
の
余
地
が
あ

ろ
う
。

⑲
第
二
巻
か
ら
最
終
第
六
巻
に
わ
た
っ
て
董
其
昌
の
轡
型
が
刻
さ
れ
て
お
り
、
特

　
に
第
四
巻
か
ら
第
六
巻
ま
で
の
計
三
巻
は
す
べ
て
董
其
昌
の
書
蹟
で
あ
る
（
『
叢

　
心
嚢
睡
第
三
冊
「
激
騰
前
面
六
巻
」
九
六
七
－
九
六
九
頁
参
照
）
。

五
結
語
に
か
え
て

藪其畠の法帖刊行事業に見る権威確立への構想（増田）

　
万
暦
年
間
後
半
期
よ
り
、
蘇
州
に
お
け
る
法
帖
刊
行
の
衰
退
を
待
ち
構
え
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
松
江
の
董
其
昌
を
申
心
と
し
た
法
帖
刊
行

が
増
大
し
、
明
末
に
至
る
ま
で
一
世
を
風
靡
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
書
法
や
書
論
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
蘇
州
黒
氏
一
族
を
中
心
と
す
る
刊

行
事
業
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
法
帖
刊
行
の
風
を
よ
く
受
け
継
ぎ
、
そ
し
て
独
自
の
人
的
広
が
り
を
巧
み
に
利
用
し
て
、
「
董
其
昌
ブ
ラ
ン
ド
」

の
構
築
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
董
銀
星
が
如
何
に
し
て
勝
利
者
た
り
得
た
の
か
と
い
う
、
本
稿
冒
頭
で
提
起
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
僅
か
で

は
あ
る
が
そ
れ
を
解
き
明
か
す
道
筋
を
提
示
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
董
其
昌
の
友
人
で
あ
り
、
出
版
者
で
も
あ
っ
た
陳
継
儒
も
法
帖
を
刊
行
し
て
い
る
。
万
暦
四
四
年
（
一
六
工
ハ
）
に
な
っ
た

『
晩
香
堂
蘇
帖
』
全
二
八
巻
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
蘇
転
の
書
蹟
を
集
刻
し
た
専
帖
（
分
類
B
1
2
）
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、

本
締
が
刊
行
さ
れ
た
時
期
と
そ
の
作
業
期
間
で
あ
る
。
万
暦
四
四
年
は
一
連
の
『
宝
豊
艶
秘
笈
』
の
刊
行
事
業
中
に
あ
た
る
（
泰
昌
元
年
念

六
二
〇
V
に
終
了
）
。
ま
た
、
全
二
八
巻
と
い
う
大
部
の
法
帖
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
僅
か
四
ヶ
月
で
完
成
し
て
い
る
。
大
規
模
な
『
宝

顔
堂
髪
型
』
の
刊
行
事
業
と
、
ご
く
短
期
間
で
な
っ
た
彼
の
『
晩
香
堂
蘇
帖
』
の
刊
行
、
更
に
は
友
人
董
其
昌
の
シ
リ
ー
ズ
化
さ
れ
た
専
帖
の

刊
行
、
そ
れ
ら
が
如
何
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
も
と
よ
り
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
極
め
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
松
江
に
間

近
い
杭
州
海
寧
の
陳
氏
一
族
は
、
董
其
昌
と
の
関
係
を
色
濃
く
反
映
し
た
陳
轍
に
よ
る
『
玉
里
堂
帖
』
、
『
玉
煙
堂
董
帖
』
の
刊
行
の
ほ
か
に
も
、

更
に
多
く
の
法
帖
を
刊
行
し
て
い
る
。
『
観
純
音
帖
』
、
『
渤
海
蔵
真
帖
』
、
『
悪
闘
陳
氏
蔵
置
帖
』
、
『
秀
墨
形
帖
』
、
警
桑
園
帖
』
等
の
一
連
の

法
帖
が
、
職
や
継
子
甫
申
、
従
孫
害
永
ら
陳
氏
諸
氏
に
よ
っ
て
続
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
董
其
事
の
関
係
者
に
よ
る
刊
行
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事
業
の
実
態
を
解
明
し
終
え
た
と
き
、
董
其
昌
を
核
と
す
る
法
帖
刊
行
事
業
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
董
其
昌
を
語
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
「
画
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。
敢
え
て
極
言
す
れ
ば
、
「
書
」
に
お
け
る
「
法

帖
」
と
は
、
「
画
」
に
お
け
る
「
画
譜
」
に
相
当
し
よ
う
。
万
暦
三
一
年
（
一
六
Ω
一
一
）
に
余
煙
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
摂
氏
画
譜
』
は
、
法

帖
で
い
え
ば
歴
代
の
書
蹟
を
刻
し
た
「
集
帖
」
に
当
た
る
が
、
こ
の
画
譜
に
も
董
其
昌
の
画
蹟
が
濠
州
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
芸
術
出
版

物
」
た
る
画
譜
と
法
帖
と
を
有
機
的
に
関
連
づ
け
て
考
察
し
た
研
究
は
い
ま
だ
か
っ
て
な
い
。
ま
た
、
董
其
昌
研
究
に
お
い
て
も
、
彼
が
法
帖
、

画
譜
、
更
に
は
印
譜
や
墨
譜
と
い
っ
た
、
明
代
後
半
期
に
隆
盛
期
を
迎
え
る
「
芸
術
出
版
物
」
の
刊
行
に
如
何
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い

て
論
じ
た
研
究
は
皆
無
で
あ
る
。
如
上
の
問
題
は
、
董
其
昌
の
芸
術
活
動
を
総
体
的
に
杷
漏
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
り
得
る
し
、

書
画
両
面
に
わ
た
る
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
際
し
、
董
野
点
ほ
ど
の
恰
好
の
人
物
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
極
め
て
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、

今
後
の
更
な
る
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
手
蒲
大
学
非
常
勤
講
師
）
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The　Establishnent　of　Dong　Qichang’s　Authority　as　Seen　in　his　Project

　　　　to　Publish　lnl〈　Rubbings　as　Models　of　Exemplary　Cadigraphy

by

MAsuDA　Tomoytiki

　　The　publishng　of　medels　of　exemplary　caMgraphy，　which　played　a　cxitical　role　in

the　diffusion　of　culture　of　cabigraphy，　experienced　explosive　growth　as　it　spread

thi’oughout　the　Jiangnan　region　after　the　Wan－ti　era，　but　this　had　been　preceded　by

the　efforts　of　the　Wen　clan　of　Suzhou　in　the　Jia－jing　era．　ln　this　article，　1　expijcate

the　historical　reatity　of　a　series　of　publjcations　of　exemp｝ary　ca－graphic　models　of

Dong　Qichang　of　Songtiang，　which　superseded　those　of　the　Wen　clan，　and　whose

publication　reached　a　peak　during　the　period　from　the　｝atter　half　of　the　Wan－li　era

until　the　last　of　the　Ming　dynasty，　and　1　a｝so　examine　how　this　influenced　the

establishrnent　of　the　authority　of　Dong　Qichang．

　　1　iirst　consider　the　compiling　and　publishing　of　collections　of　Dong　Qichang’s

own　calkgraphy　such　as　the　Baoding2hai　fashu，　Shuzhongtang　tie，　Shu2hongtang

xutie，　and　Lai2honglou　fashu　by　the　Dong　clan　of　Songiiang．　The　various　models　of

exemplary　calligraphy　that　appeared　as　the　fruit　of　the　publishng　activities　of　the

Dong　clan　served　as　an　alternative　means　of　social　intercourse，　as　standards　for

appraising　forgeries　as　serialized　publications，　and　even　as　models　exhibiting　a　con－

scious　of　cop頭ght，　and　thus　they　differed　complete正y　from　the£raditional　exem－

plary　models　of　calkgraphy．　They　were　a　new　type　of　exemplary　ca－graphy　model

designed　to　promote　a　spechic　individual．　Previous　studies　of　Dong　Qichang　have

simply　stressed　his　laxity　in　toleyating　the　creation　of　forgeries．　However，　this

reputation　for　having　an　attitude　that　might　even　be　judged　as　“promoting　forger－

ies”　was　in　fact　confirrr｝ed　by　the　publication　of　exemplary　models．　With　the　in－

creasing　popularity　of　Dong　Qichang’s　caltigraphy，　iエ1clud量ng　his　fbrgeries，　he　em－

ployed　a　ghost　writer　to　create　forgeries　on　the　one　hand　and　had　his　authentic

calhgraphy　published　as　eXemplary　models　by　his　clan　over　which　he　had　complete

control　on　the　other．　This　“fiood　of　forgeries”　and　“production　of　caligraphic　stan－

dards　（exemplary　models）”　were　the　two　rails　upon　which　the　authorky　of　Dong

Qichang　was　advanced．　ln　addition，　Dong　Qichang　established　in　this　writings　on

calligraphy　the　opposition　between　the　Yunjian　（Songiiang）　school　to　which　he　be一
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longed　and　the　Wu　（Suzhou）　school　to　which　Wen　Zhengming　and　Zhu　Yunming

belonged．　Furthermore，　in　order　to　prove　the　supeyiority　of　the　Yunjian　school，　he

became　deeply　involved　in　publislting　the　Chonglanguan　tie　and　other　exemplary

models　that　extolled　the　Yunjian　school．

　　Next，　1　consider　the　relationship　of　Dong　Qichang　to　contemporary　figures　from

Huizhou　who　were　active　in　the　art　market　through　their　project　to　publish　exem－

plary　models　of　calligraphy．　Dong　Qichang　developed　a　cooperative　relationship

with　those　in　Huizhou　who　systematically　purchased　famous　calkgraphic　works　of

historical　figures　and　published　them　as　exemp｝ary　modeis　of　calligraphy．　Wang

Xizhi’s　Chengqingtang　tie，　which　was　included　in　Qingy‘iantang　tie，　published　by　Wu

Zhen，　was　inscribed　on　the　order　of　Dong　Qichang．　One　can　also　trace　the　spread

of　Dong　Qichang’s　project　to　publish　exemplary　cadigraphy　models　in　his　relations

to　these　peop玉e血H樋zhou．

　　In　essence，　Dong　Qichang’s　project　to　pubtish　exemplary　cahigraphy　models　was

canied　out　under　a　well－planned，　strategic　concept．　Dong　Qichang　succeeded　in

establishing　the　“Dong　Qichang　Brand”　by　publishing　his　own　manuals　and　writings

on　calKgraphy　as　well　as　popular　cabigraphic　models　and　artfully　employing　a　web

of　unique　human　relationships　that　he　had　developed．

The　ldeological　Role　of　Pure　Land　Buddhism　in　Regions　where　the

　　True　Pure　Land　Sect　Dominated　in　the　Early　Modern　Period：

　　　　　　　　　The　Case　of　the　Memorial　Service　for　Whales

by

UENo　Daisuke

　　In　this　paper　1　exainine　the　Pure　Land　Codoshu）　and　True　Pure　Land　aodo

Shinshu）sects　in　Choshu　Mae　Otsu－Saihan長州前大津凹凹region　and　evaluate

their　ideological　function　as　a　Buddhist　component　supporting　early　modern　socie－

ty．

　　We　1〈now　that　the　Jodo　Shinshu　held　sway　in　this　area　on　the　basis　of　the　per－

centage　of　temples，　believers，　and　the　variety　of　religious　rites　conducted　therein．

This　was　due　to　the　spread　of　the　Shin　sect　after　the　midclle　of　the　16th　century

and　the　formation　of　a　bond　of　unity　deveJoped　between　groBps　of　adherents　and

their　locai　temples．
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